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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

市の高齢者人口は、合併直後の平成17年９月末現在で9,030人、高齢化率は28.4％でしたが、

令和５年９月末現在では10,035人で、高齢化率は42.5％と増加しています。今後は、総人口が

著しく減少し、高齢者人口もわずかずつ減少するため、相対的に高齢化率が上昇し、特に、令和

７年に※団塊の世代が 75 歳以上となることから、※後期高齢者人口の割合が増加していくことが

見込まれます。 

また、介護の必要な高齢者や一人暮らし高齢者、認知症高齢者など、地域全体での見守りが必

要な高齢者がさらに増加することが考えられます。 

そのため、介護サービスの充実はもちろんのこと、住民・事業者・行政等の協働、さらには、

元気な高齢者が生活支援の担い手になるなど、地域共生社会の実現に向けた取り組みがますます

重要になっています。 

市では、高齢者が尊厳を保って、可能な限り住み慣れた地域で最後まで自分らしく幸せに暮らし続

けることを目指し、令和３年３月に「八幡平市高齢者福祉計画（令和３年度～令和５年度）」を策定し

ましたが、この度、現計画が最終年度を迎えることから、これまでの取り組みの状況や課題を踏まえ、

高齢者福祉施策の推進を図るため、「八幡平市高齢者福祉計画（令和６年度～令和８年度）」を策定し

ます。 

 

２ 計画の性格と法的位置づけ 

本計画は、老人福祉法第 20 条の８に基づく市町村老人福祉計画として策定し、介護保険法に基

づき盛岡北部行政事務組合が策定する「第９期介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度）」及

び岩手県が策定する「いわていきいきプラン（2024～2026）」と連携を図ります。第９期介護保険

事業計画は、今後の人口動態や介護ニーズの見込みなどを踏まえ、中長期的な視点で取り組みを推

進する計画であり、地域包括ケアシステムを深化・推進し、介護保険制度の持続可能性を確保する

ための計画として位置づけられることから、本計画においても地域包括ケアシステムを中心として、

高齢者の支援の充実を図っていくものとします。 

また、本市の上位計画である「第２次八幡平市総合計画」との整合性を図るものであり、本市の

福祉全般を統括する「第４期八幡平市地域福祉計画」の個別計画として位置づけます。 

なお、老人保健分野については、健康増進法に基づき策定する「八幡平市健康づくり21プラン

（第４次）」と連携を保ちながら推進を図ります。 

第１部  総  論 
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３ 計画の基本理念 

本計画では、高齢者が尊厳を保って、可能な限り住み慣れた地域で最期まで自分らしく幸せに暮

らし続けることができるよう、次のとおり基本理念を定めます。 

 

基本理念 

 

４ 地域包括ケアシステムと地域リハビリテーション 

地域包括ケアシステムと地域リハビリテーションの理念は、本計画の目指す方向性と共通するも

のであり、主軸となるものです。 

 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 

高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるように、住まい、

介護予防、生活支援、医療、介護のサービスを切れ目なく、一体的に提供される「地域包括ケアシ

ステム」の深化・推進を図るため、高齢者の自立支援・重度化防止に向けた取り組みや医療・介護

の連携、地域共生社会の実現に向けた取り組み等を推進します。 

 

地域包括ケアシステムのイメージ図 

（西根・松尾・安代の３つの日常生活圏域ごとに地域特性を生かしたシステム） 

市民の健康を守り、生涯を通じて生き生きとした暮らしを営むことができるよう、保健・

医療・介護・福祉の連携による安心のまちづくりの実現を目指して 

日常の医療： 
・かかりつけ医 
・歯科医院 
・薬局    等 

・急性期病院 
・亜急性期 ・回復期 
・リハビリ病院   等 

・地域包括支援センター 
・地域包括支援センターブランチ 
・ケアマネジャー 

老人クラブ・サロン・温泉健康教室、自治会・ボランティア・社会福祉協議会・民間事業者 等 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護 
・小規模多機能型居宅介護 
・訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ・通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
・短期入所生活介護   等 

■介護予防サービス 

■施設・居住系サービス： 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護  等 

・自宅 
・有料老人ホーム  等 
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（２）地域リハビリテーションの推進 

介護予防の推進にあたって、医療や介護、保健、福祉及び生活に関わるあらゆる人々や機関、組

織がリハビリテーションの立場から協力して取り組む「地域リハビリテーション」の考え方を基本

として、介護予防に関わる諸活動の推進を図ります。 

※地域ケア会議をはじめとする介護予防の諸活動を効果的に実施するためには、リハビリテーシ

ョンに関する専門的知識を有する者（リハビリテーション専門職）の関与が自立支援の観点から非

常に重要となります。 

今後も、※地域リハビリテーション広域支援センターと連携しながら、高齢になっても要介護状

態とならないよう、また、障がいがあっても自己実現が可能となるような地域づくりを目指します。 

【参考】地域リハビリテーションの定義 

地域リハビリテーションとは、障害のある子供や成人・高齢者とその家族が、住み慣れたところで、一生

安全に、その人らしくいきいきとした生活ができるよう、保健・医療・福祉・介護及び地域住民を含め生活

にかかわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行なう活動のすべてを

いう。 

活動指針 

地域リハビリテーションは、障害のある全ての人々や高齢者にリハビリテーションが適切に提供され、 

※インクルーシブ（共生）社会を創生することを目標とする。この目的を達成するため、当面、以下のこ

とが活動の指針となる。 

１ 障害の発生は予防することが大切であり、リハビリテーション関係機関や専門職は、介護予防にかかわ

る諸活動（地域リハビリテーション活動支援事業等）に積極的にかかわっていくことが求められる。 

また、災害等による避難生活で生じる生活機能の低下にもリハビリテーションが活用されるべきである。

２ あらゆるライフステージに対応してリハビリテーションサービスが総合的かつ継続的に提供できる支援

システムを地域に作っていくことが求められる。 

ことに医療においては、廃用症候の予防及び生活機能改善のため、疾病や障害が発生した当初よりリ

ハビリテーションサービスが提供されることが重要であり、そのサービスは急性期から回復期、生活期

へと遅滞なく効率的に継続される必要がある。 

３ さらに、機能や活動能力の改善が困難な人々に対しても、できうる限り社会参加を促し、また生あるか

ぎり人間らしく過ごせるよう支援がなされなければならない。 

４ 加えて、一般の人々や活動に加わる人が障害を負うことや年をとることを家族や自分自身の問題として

とらえるよう啓発されることが必要である。 

５ 今後は、専門的サービスのみでなく、認知症カフェ活動・認知症サポーター・ボランティア活動等への

支援や育成も行い、地域住民による支えあい活動も含めた生活圏域ごとの総合的な支援体制ができるよう

働きかけていくべきである。 

資料：日本リハビリテーション病院・施設協会（2016年改定） 
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地域包括ケアシステムと地域リハビリテーションの考え方の比較 

地域包括ケアシステム 地域リハビリテーション

生活圏域

・住み慣れた地域
・中学校区レベル、人口１万人程度、30分で
かけつけられる圏域

・住み慣れたところ

目標

・安全
・安心
・健康

・介護予防、リハビリテーションの適切な提

供、※インクルーシブ（共生）社会の創生
・安全にその人らしくいきいきと
・機能や活動能力の改善が困難な人々にも社
会参加、生あるかぎり人間らしく過ごせるよ
う支援

推進課題

①医療との連携強化
②介護サービスの充実強化
③予防の推進
④見守り、配食、買い物など、多様な生活支
援サービスの確保や権利擁護
⑤高齢期になっても住み続けることのできる
バリアフリーの高齢者住まいの整備

※切れ目なく継続的かつ一体的に

①リハビリテーションサービスの整備と充実
②連携活動の強化とネットワーク
③リハビリテーションの啓発と地域づくりの
支援

※遅滞なく効率的に継続

支援体制

・医療と介護の専門職、高齢者本人や住民
（ボランティア）など自助や公助を担う様々
な人々

・保健、医療、福祉、介護及び地域住民を含
め生活に関わるあらゆる人々や機関・組織

資料：日本リハビリテーション病院・施設協会（2016年）

※　地域包括ケアシステムと地域リハビリテーションは、表現に違いがあるものの「高齢になっても障がい
　があっても住み慣れたところで安全に暮らす」という、本質的な目標や考え方はおおよそ一致しているも
　のです。

 
 

５ 計画の基本目標 

基本理念のもと、具体的な施策の展開に向けて、基本的な目標を以下のように定めます。 

 

（１）介護予防と生きがいづくりの推進 

要介護状態等にならないよう、介護予防事業を充実させ、※健康寿命の延伸を図ります。健康

で生きがいを持ち生活できるよう、健康づくりや生きがいづくりの支援を図ります。 

 

（２）認知症施策の推進 

認知症の人やその家族のための相談・支援体制の充実を図り、認知症の理解促進のための普及

啓発等を行い、地域での見守り・支え合う地域づくりを進めます。 
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（３）介護・福祉サービスの充実 

介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で住み続けることができるよう生活支援サー

ビス、介護・福祉サービス等の支援の充実を図ります。 

 

（４）在宅医療と介護の連携推進 

医療と介護のサービス提供が可能な限りスムーズに受けられるよう、関係機関及び関係者の

連携等を推進します。 

 

（５）災害や感染症の発生に備えた体制整備 

災害や感染症の発生に備え、関係機関と連携した支援体制の整備・充実を図ります。 

 

６ 計画の期間 

本計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 

 

図表1-1-5-1 本計画の計画期間及び関係する他の計画期間 

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和10

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

八幡平市
総合計画

八幡平市
地域福祉計画

八幡平市
高齢者福祉計画

盛岡北部
介護保険事業計画

いわて
いきいきプラン

八幡平市
健康づくり21プラン

令和６～８年度
（３年間）

第４期
（R５～R９：５年間）

第２次基本構想（H28～R７：10年間）

後期基本計画（R3～R７：５年間）

第３期
（H30～R４：５年間）

第９期
（R６～R８：３年間）

第８期
（R３～R５：３年間）

令和３～５年度
（３年間）

2024～2026
（３年間）

2021～2023
（３年間）

第４次
（R６～R11：６年間）

第３次
（H30～R５：６年間）
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７ 日常生活圏域の設定 

日常生活圏域の設定にあたっては、地理的条件、人口、交通事情などの社会的条件、介護給付等

対象サービスを提供する事業所等の状況を勘案し、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続すること

ができるようにするため、その圏域ごとに基盤整備をしていくことが必要とされています。 

第９期介護保険事業計画では、第８期介護保険事業計画と同様に、以下のように日常生活圏域を

設定しています。 

 

図表1-1-6-1 八幡平市における日常生活圏域の範囲及び圏域ごとの高齢者の状況 
              （単位：人） 

日常生活圏域名 
令和５年９月30日現在 

総人口 高齢者人口 高齢化率 

西根圏域 14,452 5,608 38.80% 

松尾圏域 5,390 2,368 43.93% 

安代圏域 3,769 2,059 54.63% 

合計 ３圏域 23,611 10,035 42.50% 

資料：住民基本台帳 
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８ ＳＤＧｓとの関係 

本計画を推進することで、平成 27 年９月の国連サミットで採択された、「持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）」の達成に向けた取り組みにもつなげていきます。ＳＤＧｓは、17 のゴール（目標）

と169のターゲット（基本目標）から構成されますが、本計画と関連性が高いゴール（目標）とし

て、「３ すべての人に健康と福祉を」、「５ ジェンダー平等を実現しよう」、「10 人や国の不平

等をなくそう」、「11 住み続けられるまちづくりを」、「16 平和と公正をすべての人に」、「17 パ

ートナーシップで目標を達成しよう」の６つが挙げられます。 

このＳＤＧｓのゴール（目標）を掲げることで、本計画の目標達成の見える化に資するよう、進

めていきます。 

 

 

目 標 内 容 

 
３ 

すべての人に健康と福

祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確

保し、福祉を促進する 

 
５ 

ジェンダー平等を実現

しよう 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の

能力強化を行う 

 
10 

人や地域の不平等をな

くそう 
地域住民及び各地域の不平等を是正する 

 
11 

住み続けられるまちづ

くりを 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能

な都市及び人間居住を実現する 

 
16 

平和と公正をすべての

人に 

平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法

へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効

果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

 
17 

パートナーシップで目

標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロー

バル・パートナーシップを活性化する 
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第２章 高齢者の現状と見込み 

 

１ 人口構成の現状と見込み 

（１）人口構造の現状 

住民基本台帳で人口の動向をみると、総人口は毎年減少し、65 歳以上の人口は増加していま

したが、令和３年をピークに減少に転じています。また、※前期高齢者（65 歳から74 歳まで）

と、後期高齢者（75歳以上）の比率をみると、平成19年以降、後期高齢者の割合が高くなって

います。 

図表1-2-1-1 八幡平市の人口と高齢化率の推移 

（単位：人）

平成18年 平成21年 平成24年 平成27年 平成30年

総人口 （a） 31,290 29,803 28,615 27,268 26,002
65歳以上人口 （b） 9,095 9,236 9,175 9,632 10,028

65歳～74歳 （c） 4,616 4,249 3,806 4,033 4,406
75歳以上 （d） 4,479 4,987 5,369 5,599 5,622

（b/a） 29.1% 31.0% 32.1% 35.3% 38.6%
（c/a） 14.8% 14.3% 13.3% 14.8% 16.9%
（d/a） 14.3% 16.7% 18.8% 20.5% 21.6%

令和３年 令和４年 令和５年

総人口 （a） 24,414 24,114 23,611
65歳以上人口 （b） 10,110 10,085 10,035

65歳～74歳 （c） 4,807 4,765 4,671
75歳以上 （d） 5,303 5,320 5,364

（b/a） 41.4% 41.8% 42.5%
（c/a） 19.7% 19.8% 19.8%
（d/a） 21.7% 22.1% 22.7%

資料：住民基本台帳（毎年９月30日現在）

※ 外国人が住民基本台帳と統合された平成24年度以降との整合性を図るため、平成23年度には外国人登録法
 に基づき登録されていたものを含めている。

区　　分

区　　分

高齢化率
前期高齢化率
後期高齢化率

高齢化率
前期高齢化率
後期高齢化率

 

図表1-2-1-2 八幡平市の人口と前期高齢者、後期高齢者の人口推移 

資料：住民基本台帳（毎年９月30日現在）

4,616 4,249 3,806 4,033 4,406 4,807 4,765 4,671

4,479 4,987 5,369 5,599 5,622 5,303 5,320 5,364
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29,803
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26,002
24,414 24,114 23,611
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15,000

0
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10,000
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20,000
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図表1-2-1-3 高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表1-2-1-4 年齢階層別人口構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（毎年９月30日現在）

29.1%
31.0%

32.1%
35.3%

38.6%

41.4% 41.8% 42.5%

14.8% 14.3% 13.3% 14.8%
16.9%

19.7% 19.8% 19.8%14.3%
16.7%

18.8%
20.5%

21.6% 21.7% 22.1% 22.7%
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45.0%

H18 H21 H24 H27 H30 R3 R4 R5

高齢化率 前期高齢化率 後期高齢化率

資料：住民基本台帳（令和５年９月30日現在）
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（２）計画期間の各年度における人口等の将来推計 

① 推計方法 

将来人口については、コーホート変化率法（注）により推計します。また、要介護認定者につ

いては、令和５年10月時点の高齢者総数における要介護認定者数の割合を基準に、人口推計及

び要介護認定率の伸び率により推計します。 

なお、人口推計及び要介護認定者に係る数値は、盛岡北部行政事務組合が住民基本台帳を基に

推計した資料によります。 

 

(注) コーホートとは、同年（または同期間）に出生した集団のことをいいます。コーホート変化率法とは、その集団

ごとの変化を用いて人口推計を行う方法です。例えば、ある地域の現在20～24歳の住民は、５年後には25～29歳

に達しますが、その間の死亡や転入、転出による移動によって人口に変化が生じます。このような年令階層ごとの

変化が今後の５年間も継続すると仮定して、現在の人口を基に、ある階層における移動の数と人口の割合を用いて、

５年後の人口を推計することが可能となるという考え方です。 

 

② 人口推計 

総人口は、３年後の令和８年には令和５年より 726 人減少し、22,885 人になるものと予想さ

れます。高齢者人口も減少傾向で推移するものと見込まれます。 

   また、団塊ジュニア世代が高齢者となる令和 22 年には、全ての年代の人口が減少していく中

で、高齢化率は 41.7％になるものと推計されます。その 10 年後の令和 32 年には、総人口が減

少していくものの、高齢化率は40%代を維持していくと見込まれます。 

 

図表1-2-1-5 年齢区分別人口の推移及び推計 

（単位：人）

平成18年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和22年 令和32年

31,290 24,414 24,114 23,611 23,516 23,197 22,885 18,345 15,495

40歳未満 11,532 6,540 6,408 6,152 6,225 6,128 6,031 5,269 4,942

40歳～64歳 10,663 7,764 7,621 7,424 7,309 7,167 7,046 5,421 4,215

65歳～74歳 4,616 4,807 4,765 4,671 4,548 4,410 4,208 2,745 2,571

75歳以上 4,479 5,303 5,320 5,364 5,434 5,492 5,600 4,910 3,767

29.1% 41.4% 41.8% 42.5% 42.4% 42.7% 42.9% 41.7% 40.9%

※令和５年までは毎年９月30日現在の住民基本台帳、令和６年以降は令和５年10月に計算した推計値

区分

  総数

高齢化率

資料：市、盛岡北部行政事務組合
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図表1-2-1-6 年齢区分別人口推移及び人口推計 

資料：市、盛岡北部行政事務組合

11,532

6,540 6,408 6,152 6,225 6,128 6,031 5,269 4,942

10,663

7,764 7,621 7,424 7,309 7,167 7,046
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2,571

4,479

5,303 5,320 5,364 5,434 5,492 5,600

4,910

3,767

31,290

24,414 24,114 23,611 23,516 23,197 22,885

18,345

15,495

0
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20,000
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30,000

35,000

H18 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R22 R32

40歳未満 40歳～64歳 65歳～74歳 75歳以上 総数

  

 

図表1-2-1-7 前期高齢者、後期高齢者の人口推移及び人口推計 

資料：市、盛岡北部行政事務組合

4,616 4,807 4,765 4,671 4,548 4,410 4,208
2,745 2,571

4,479
5,303 5,320 5,364 5,434 5,492 5,600

4,910

3,767

9,095

10,110 10,085 10,035 9,982 9,902 9,808

7,655

6,338

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H18 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R22 R32

前期高齢者 後期高齢者 総数

 

（単位：人） 

（単位：人） 
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図表1-2-1-8 前期高齢者、後期高齢者の人口構成割合の推移及び推計 

資料：市、盛岡北部行政事務組合

50.8% 47.5% 47.2% 46.5% 45.6% 44.5% 42.9%
35.9% 40.6%

49.2% 52.5% 52.8% 53.5% 54.4% 55.5% 57.1%
64.1% 59.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H18 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R22 R32

後期高齢者

前期高齢者

 

２ 身体障害者手帳交付の状況 

身体障害者手帳の交付状況は、次のとおりです。過去３年間の推移を見ると、交付総数はほぼ横

ばいの傾向にありますが、各年とも65歳以上の所持者が多い状況となっています。 

 

図表1-2-2-1 身体障害者手帳交付状況 

令和３年１月１日現在 （単位：人）

区分 0～17歳 18～19歳 20～64歳 65～69歳 70歳～ 計
1級 8 0 108 38 284 438
2級 1 0 39 27 120 187
計 9 0 147 65 404 625

令和４年１月１日現在
区分 0～17歳 18～19歳 20～64歳 65～69歳 70歳～ 計
1級 9 1 103 43 279 435
2級 1 0 38 24 127 190
計 10 1 141 67 406 625

令和５年１月１日現在
区分 0～17歳 18～19歳 20～64歳 65～69歳 70歳～ 計
1級 11 1 99 31 306 448
2級 1 0 38 16 125 180
計 12 1 137 47 431 628

資料：地域福祉課台帳  
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３ 高齢者のいる世帯の状況 

高齢者のいる世帯は、令和５年３月31日現在で6,846世帯となっており、総世帯数の64.6％と

なっています。このうち、一人暮らし世帯が1,585世帯、高齢者のみの世帯が1,298世帯で総世帯

のおよそ27％にあたります。市内の４世帯に１世帯が高齢者のみの世帯となっています。 

 

図表1-2-3-1 世帯状況 

（単位：世帯）

計 一人暮らし 高齢者のみ 日中独居 施設入所 その他

西根地区 6,322 3,837 847 670 556 322 1,442

松尾地区 2,542 1,637 383 285 137 188 644

安代地区 1,726 1,372 355 343 144 173 357

計 10,590 6,846 1,585 1,298 837 683 2,443
総世帯数に対

する割合
100.0% 64.6% 15.0% 12.3% 7.9% 6.4% 23.1%

資料：毎年実施している民生委員の実態調査

※総世帯数には施設入所者も１世帯としてカウントしている。

高齢者のいる世帯
総世帯数

 

 

図表1-2-3-2 世帯状況 

        資料：毎年実施している民生委員の実態調査
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４ 高齢者の就業の状況 

令和２年の国勢調査によると、65歳以上の就業者数は3,275人となっており、平成27年の調査

に比べ515 人増えています。高齢者人口に占める割合は32.4％と、前回調査より3.7 ポイント上

回っています。 

また、八幡平市シルバー人材センターにおける会員数は減少し、就労延べ人数と受託件数は、上

昇傾向となっています。 

 

図表1-2-4-1 高齢者の就業状況 

（単位：人）

合計

(A） （B） （B）/（A）

平成22年 9,164 14,315 2,186 1,593 562 31 23.9%

平成27年 9,632 13,845 2,760 2,070 634 56 28.7%

令和２年 10,102 12,609 3,275 2,539 674 62 32.4%

資料：国勢調査

高齢者人口
(住民基本台

帳)

65歳以上就業者数 高齢者人口
に占める就
業者割合

主に仕事
家事のほか

仕事
休業者

就業者
総  数

 
 

図表1-2-4-2 八幡平市シルバー人材センター事業実績 

区分 会員数（人） 受託件数（件） 就労延べ人数（人）

令和２年度 153 879 10,708

令和３年度 151 933 11,404

令和４年度 141 1,005 11,551

資料：健康福祉課

　  ※会員数は年度末時点
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第３章 介護保険における被保険者数及び要介護認定者数 

    の現状と見込み 

 

１ 被保険者数及び要介護認定者数の現状 

（１）被保険者数の現状 

介護保険制度の被保険者は、65歳以上の※第１号被保険者と、40歳から64歳までの医療保険

加入者である※第２号被保険者に分けられます。 

被保険者数の推移は下表のとおりで、第１号被保険者は増加傾向にありましたが、令和３年を

ピークに減少傾向に転じています。第２号被保険者は減少傾向となっています。 

 

図表1-3-1-1 被保険者数の推移 

（単位：人）

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

26,002 25,371 24,906 24,414 24,114 23,611

10,032 10,053 10,124 10,134 10,122 10,061

総人口に対する比率 38.6% 39.6% 40.6% 41.5% 42.0% 42.6%

8,397 8,165 7,953 7,764 7,621 7,424

総人口に対する比率 32.3% 32.2% 31.9% 31.8% 31.6% 31.4%

資料：市、盛岡北部行政事務組合

※第２号被保険者（40～64歳）は、毎年９月30日現在の住民基本台帳による

第２号被保険者

第７期介護保険事業計画期間 第８期介護保険事業計画期間

総人口

第１号被保険者

  

 

図表1-3-1-2 被保険者数の推移 

　　　　資料：市、盛岡北部行政事務組合
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（２）要介護認定者数の現状 

要介護認定者数の推移をみると、平成30年の1,987人が令和５年には1,932人となっており、

要介護認定者数及び認定率ともに漸減しています。その要因としては、人口構成の変化はあるも

のの、これまで実施してきた健康教室や、ふれあいいきいきサロン事業等の介護予防事業の効果

が表れてきたものとも考えられます。 

 

図表1-3-1-3 要介護認定者数の推移（第１号被保険者） 

（単位：人）

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
要支援１ 145 132 131 139 150 133
要支援２ 185 191 196 184 186 192
要介護１ 379 370 374 362 373 395
要介護２ 363 374 376 375 358 336
要介護３ 344 336 363 362 350 340
要介護４ 276 271 273 294 325 318
要介護５ 295 279 285 264 226 218

計 1,987 1,953 1,998 1,980 1,968 1,932
認定率 19.8% 19.4% 19.7% 19.5% 19.4% 19.2%

資料：盛岡北部行政事務組合

※毎年９月30日現在の実績

※認定率は、第１号被保険者に対する要介護認定者の割合

第７期介護保険事業計画期間 第８期介護保険事業計画期間

 

 

図表1-3-1-4 要介護認定者数の推移（第１号被保険者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　資料：盛岡北部行政事務組合
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２ 被保険者数及び要介護認定者数の見込み 

（１）被保険者数の見込み 

第９期介護保険事業計画期間中並びに令和 22 年、令和 32 年における本市の被保険者数を次

のとおり見込みます。総人口、第１号被保険者数及び第２号被保険者数ともに減少していくもの

と見込まれます。 

総人口に対する第１号被保険者の比率（高齢化率）は増加傾向で推移しており、令和３年と比

較すると、令和５年には 1.1 ポイント増加、令和８年には 1.4 ポイント増加と見込んでいます

が、第９期介護保険事業計画期間後には、減少に転じると見込まれます。 

 

図表1-3-2-1 被保険者数の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図表1-3-2-2 被保険者数の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

24,414 24,114 23,611 23,516 23,197 22,885 18,345 15,495

10,134 10,122 10,061 9,982 9,902 9,808 7,655 6,338

41.5% 42.0% 42.6% 42.4% 42.7% 42.9% 41.7% 40.9%

7,764 7,621 7,424 7,309 7,167 7,046 5,421 4,215

31.8% 31.6% 31.4% 31.1% 30.9% 30.8% 29.6% 27.2%

資料：市、盛岡北部行政事務組合

※第２号被保険者（40～64歳）は、令和５年までは毎年９月30日現在の住民基本台帳、令和６年以降は

　令和５年10月に計算した推計値

総人口に対する比率

令和32年

第２号被保険者

第９期介護保険事業計画期間

総人口

第１号被保険者

第８期介護保険事業計画期間
令和22年

総人口に対する比率

　　　　資料：市、盛岡北部行政事務組合
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5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R22 R32

（単位：人）

第１号被保険者 第２号被保険者 総人口
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（２）要介護認定者数の見込み 

第９期介護保険事業計画期間中並びに令和22年、令和32年における本市の要介護認定者数を

次のとおり見込みます。第９期計画期間は、被保険者の減少に対して、要介護認定者もわずかに

減少し、認定率はほぼ横ばいの状況になると見込まれます。 

令和 22 年は、人口減少により、被保険者数が減少し、後期高齢者の割合が増加することによ

り認定率は増加するものと見込まれます。令和 32 年は、さらに人口減少が進み、被保険者数が

減少し、前期高齢者の割合が増加することにより認定率は減少するものと見込まれます。 

 

図表1-3-2-3 要介護認定者数の見込み（第１号被保険者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表1-3-2-4 要介護認定者数の見込み（第１号被保険者） 

資料：盛岡北部行政事務組合
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（単位：人）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計

（単位：人）

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

要支援1 139 150 133 122 120 117 107 79

要支援2 184 186 192 189 188 184 164 123

要介護1 362 373 395 367 362 357 323 247

要介護2 375 358 336 389 387 383 344 270

要介護3 362 350 340 365 365 364 325 263

要介護4 294 325 318 275 274 271 245 197

要介護5 264 226 218 291 290 289 255 205

計 1,980 1,968 1,932 1,998 1,986 1,965 1,763 1,384

認定率 19.6% 19.5% 19.3% 20.0% 20.1% 20.0% 23.0% 21.8%

資料：盛岡北部行政事務組合

※認定率は、第１号被保険者に対する要介護認定者の割合

※令和５年度までは毎年９月30日現在の実績値、令和６年度以降は令和５年10月に計算した推計値

第９期介護保険事業計画期間
令和32年

第８期介護保険事業計画期間
令和22年
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第１章 介護予防と生きがいづくりの推進 
  

１ 介護予防の推進 

【現状と課題】 

盛岡北部行政事務組合が行った「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、市の高齢者は、

「低栄養」、「認知機能」、「閉じこもり」のリスクが高い結果となっています。また、市、岩手町、

葛巻町の３市町の高齢者における「介護予防事業への参加の意向」は、「積極的に参加したい」、

「参加してもよい」が64.8％を占めた一方で、「あまり参加したくない」、「参加したいと思わな

い」が30.0％を占めています。高齢者は、加齢とともに心身機能が低下し、フレイルを経て要介

護状態になりやすいため、介護予防の取組の重要性について周知する必要があります。 

【施策の方向性】 

高齢者が要介護状態とならずに元気でいきいきと生活することができるよう、本人へのアプロ

ーチだけでなく、地域の中で生きがいと役割をもって生活できるような居場所や出番づくりなど

の地域づくりを含め、高齢者が定期的に集い活動できる機会を増やし、高齢者の社会参加を通じ

た介護予防を推進します。 

また、介護が必要となっても、できるだけ残存機能を維持し重度化を防止するために、リハビ

リテーション専門職と連携し、介護予防事業の機能強化を図ります。 

【目標とする成果とその指標】 

成果指標項目

要介護認定率（第１号被保険者） 19.20 ％ 20.00 ％以下

目標値（R8）現状値（R5）

（９月時点）
 

 

（１）介護予防の推進 

① 高齢者健康教室 

市内３か所の温泉施設において、週1回～２回、軽体操等の運動を行う高齢者健康教室を開催

しています。高齢者が定期的に外出し、運動や交流を図る機会となっており、継続して参加する

方が多数を占めています。 

温泉を活用した健康づくりと、運動による身体機能維持向上、参加者同士の交流による生きが

いづくりのために、引き続き住民の参加を呼び掛けていきます。 

 

 

第２部  各  論 



 
 

 - 20 - 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 3,437 3,477 3,517 2,420 2,440 2,460

実績値 2,782 2,519 2,400 － － －

891 879 830 835 840 845

254 287 210 215 220 225

1,637 1,353 1,360 1,370 1,380 1,390

※ 　令和５年度実績値は一部、見込値が含まれます。令和３～５年度目標値は、前回の
計画の見込値としています。以降の施策・事業に関係する活動指標も同様とします。

高齢者健康教室

資料：健康福祉課

岩手山焼走り国際交流村

綿帽子温泉館

七時雨憩の湯

参加者数

 

 

② ふれあいいきいきサロン事業 

「ふれあいいきいきサロン」は、高齢者の閉じこもりを防ぎ、健康を維持することを目的とし

て、地域で生活している高齢者と住民が気軽に集まり、ふれあいを通じて生きがいづくり、仲間

づくりの輪を広げています。 

この事業は、市が八幡平市社会福祉協議会に委託し、看護師や栄養士等が訪問して、介護予防

の指導や参加者の健康状態等の確認を行う等、地域における介護予防の拠点としての機能を担っ

ています。 

活動については、新型コロナウイルス感染症等の影響により一時縮小したものの、令和５年か

ら５類感染症へ移行したため、復調傾向にあります。 

高齢者の不安や孤独の解消、地域での見守りなどに効果を上げていることから、関係機関と連

携を深め、サロン事業の取り組みを更に推進します。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：団体、回、人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 69 70 71 53 55 55

実績値 57 51 51 － － －

目標値 959 973 987 745 775 780

実績値 680 714 715 － － －

目標値 8,728 8,746 8,764 5,700 5,710 5,720

実績値 5,580 5,692 5,700 － － －

資料：健康福祉課

ふれあいいきいき
サロン

サロン数

延べ
活動回数

延べ
参加者数
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③ ※シルバーリハビリ体操を行う「通いの場」 

市では、高齢者が簡単に取り組むことができ、介護予防に効果があるといわれているシルバー

リハビリ体操の普及を推進しています。住民が体操の研修を受けて指導者となり、その指導者が

中心となって体操の指導を行いながら、地域の住民とともに「通いの場」を立ち上げていくもの

です。しかし、自主運営の先立ちとなる地域の代表者の成り手不足、指導者の不足や地域偏在と

いう課題があります。 

高齢者が、歩いて通うことができる身近な集会所等で行う「通いの場」の拡充が望まれますが、

まずは、コミュニティセンター等基幹となる場を活用した「通いの場」を増やしていけるよう、

補助事業の周知を含め、啓発を行います。併せて、体操指導者の新規養成と、現指導者のフォロ

ーアップを推進します。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 4 5 5 7 7 8

実績値 6 6 6 － － －

目標値 － － － 1,950 1,950 2,050

実績値 1,620 1,647 1,863 － － －

資料：健康福祉課

シルバーリハビリ体操
を行う「通いの場」

開催箇所数

延べ
参加者数

 

 

④ ※介護予防・日常生活支援総合事業 

現在、この事業で提供しているサービスは、全国一律の基準による介護保険事業者が提供する

訪問型サービス、通所型サービスのみとなっています。 

民間、ＮＰＯ法人、住民組織など、多様な主体の参画による、多様なサービスを創出・充実で

きるよう、実施主体である盛岡北部行政事務組合とともに検討を継続します。 

 

（２）健康づくりの推進 

豊かで充実した人生を送るためには、心身ともに健康な期間である健康寿命を延ばすことが大

切です。そのためには、日頃から「自分の健康は自分で守り、つくる」という生涯を通じた市民

一人一人の健康づくりの意識と実践が必要です。高齢者の健康寿命の延伸のために、個人と地域、

各種団体等が連携して、地域全体で健康づくりに取り組むことが重要です。 
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平均寿命と健康寿命の差（令和元年） 

75.4 

72.7 

87.5 

81.4 

60 65 70 75 80 85 90

女性

男性

平均寿命と健康寿命の差（令和元年）

平均寿命 健康寿命

（年）

（全国）

（全国）

平均寿命

平均寿命

健康寿命

健康寿命

8.7年

12.1年

日常生活に制限のある

「不健康な期間」

 

  

【参考】平均寿命と健康寿命（平均自立期間） 

　平均寿命と健康寿命（平均自立期間） （単位：年）

平均寿命 八幡平市 岩手県 国
健康寿命

(平均自立期間)
八幡平市 岩手県 国

男性 80.5 80.9 81.7 男性 78.8 79.3 80.1

女性 88.4 87.2 87.8 女性 84.6 83.9 84.4

資料：国保データベースシステム（令和４年度）
 

「健康寿命」と「平均自立期間」 

健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことです。国の「健康寿

命の算定方法の方針」では、健康寿命の指標として（１）「日常生活に制限のない期間の平均」、（２）「自分

が健康であると自覚している期間の平均」、（３）「日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間）」

の３つを挙げています。国の健康増進計画「健康日本21」で主に使用している健康寿命は、（１）と（２）を

使って算出されており、平均寿命と10年程度の差があります。 

一方、（３）は、介護保険のデータから算出します。健康な状態を、日常生活が自立していることと規定し、

介護保険の要介護２以上を「不健康（要介護）」な状態、それ以外を健康（自立）な状態としています。介護

保険の要介護認定が全国で統一の基準で実施されており、全国の市町村で毎年算出できるというメリットが

ありますが、平均寿命との差が１～２年程度であり、指標として使いづらいというデメリットがあります。 

本計画では、（３）の「日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間）」を「健康寿命」の参考

として掲載します。 
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① 各種健診（検診）による疾病予防と早期の発見 

生活習慣病予防と医療費の伸びの抑制を図ることを目的として、40歳から74歳までの国民健

康保険の被保険者に対して特定健診を実施し、生活習慣病のリスクのある人に対しては、特定保

健指導を実施しています。また、後期高齢者医療制度の加入者（75歳以上）に対し、長寿健診を

実施しています。 

特定健診及び長寿健診の受診については、対象者が受診しやすいよう、市が指定した公共施設

等で受診する「集団健診」に加えて、市が指定した医療機関で受診できる「個別健診」を行って

います。今後も、受診環境を整え、受診率の向上を図っていきます。がん検診については、精密

検査が必要と判定された方に対し受診勧奨を行い、がんの早期発見・早期治療に結びつけます。 

さらに、講演会や栄養教室の開催、広報紙やホームページの活用により、生活習慣病予防に関

する正しい知識の普及や情報の提供に努めます。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：％）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 － － － 40.0 41.0 42.0

実績値 35.0 40.5 33.4 － － －

資料：健康福祉課

特定健診

受診率

 

 

② 口腔機能の向上による健康推進 

口腔機能を維持・向上することは、よく噛んでしっかり食事をとることで低栄養になることを

防ぐとともに、生涯にわたる自分の歯での食事、自由な会話でのコミュニケーションを可能にす

ることから、心と身体の健康をもたらします。また、適切な口腔ケアは、誤嚥性肺炎や口腔及び

全身疾患の予防にもつながります。 

健康寿命の延伸を目指し、一人一人が口腔ケアの大切さを認識し、口腔機能の低下（※オーラ

ルフレイル）を予防するため、市成人歯科健診の実施、また、8020歯科アンケートの実施や8020

対象者への表彰等の※8020運動を通じて普及啓発に努めます。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：％）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 － － － 40.0 40.0 40.0

実績値 26.8 31.3 36.9 － － －

資料：健康福祉課

「8020」運動

「8020」
達成率
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③ 生涯スポーツの充実 

  高齢者がさまざまな運動やスポーツに取り組むことは、健康の増進にもつながります。しかし、 

体力の衰えなどを理由にその取り組みを止めてしまう方は少なくありません。 

地域やふれあいいきいきサロン、老人クラブ等の活動を通じて、体を動かすだけではなく、楽し 

みながら気軽に取り組める機会を設けることが重要です。 

運動やスポーツに関心のある高齢者に向けて、体を動かす楽しさが得られる機会を設けることが

できるよう、情報提供を行います。 

また、高齢者が取り組みやすいとされる※ニュースポーツや、簡易な器具を使用して気軽にでき 

る運動等、レクリエーション的な要素をもつ種目を紹介し、誰もが楽しみながら継続して参加でき

る機会の提供に努めます。 

 

（３）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実施するため、市では令和３年度から、

後期高齢者医療広域連合と連携し、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に取り組んでいます。 

保健師等の医療専門職が、健康課題がある高齢者や、閉じこもりがちで健康状態が不明な高齢者

等を把握して、必要な医療・介護サービスにつなげるとともに、疾病予防・重症化予防と併せて介

護予防を行っています。また、「通いの場」等にも積極的に関与し、フレイル予防に着眼した相談、

指導を実施します。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 － － － 200 200 200

実績値 131 107 215 － － －

資料：健康福祉課

「通いの場」での
健康教室

参加者数

 

 

２ 生きがいづくりと社会参加活動の推進 

【現状と課題】 

高齢期における退職などによる、社会的役割の喪失は、高齢者の存在感・生きがい感を喪失さ

せるといわれていますが、老人クラブやボランティア活動、レクリエーション活動、生涯学習活

動などに参加することは、生きがい感を創造し、高齢者の存在感を高め、豊かな老後の生活を送

ることにもつながります。 

老人クラブの活動は、新型コロナウイルス感染症の影響により縮小したものの、令和５年から

５類へ移行したことにより、活動が復調傾向にあります。しかし、比較的若い高齢者の加入率が 

減少傾向にあり、老人クラブ会員の高齢化や後継者不足による活動の低下が懸念されています。 
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【施策の方向性】 

生きがいを持つことは、健康で自立した生活につながることから、高齢者が趣味などの楽しみ 

をもったり、友人との交流を大切にしたりする意識の醸成と、高齢者自身が持っている豊かな知 

識と経験を生かした地域づくり活動やボランティア活動への参加等の社会参加活動を促します。

また、高齢者の健康維持や介護予防への取り組み、地域貢献活動など、老人クラブの活動に対し

ても、引き続き支援します。 

【目標とする成果とその指標】 

成果指標項目

生きがいがある人の割合 50.6 ％ 55.0 ％

目標値（R8）現状値（R5）

資料：盛岡北部行政事務組合【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果報告書】  

 

（１）生きがいづくりと社会参加活動 

① 老人クラブ 

老人クラブは、会員が豊かな知識と経験を生かして地域における各種活動に参加することで老

後の生活を健全で豊かなものとし、生きがいを高め、健康、友愛、奉仕という目的として結成さ

れた、自主的な組織です。地域を基盤とした仲間づくりをはじめ、登下校児童の見守り活動や公

園・公葬地周辺の掃除、沿道の花植え等、会員はさまざまな地域貢献活動に取り組んでいます。 

市は、老人クラブの活動を市広報紙で定期的に紹介し、未加入者が興味を持ち加入につながる

ように取り組みます。また、令和３年度から実施している事務軽減のための支援を今後も継続す

るとともに、八幡平市老人クラブ連合会や八幡平市社会福祉協議会と連携し、クラブ数・会員数

の減少防止に係る取り組みを支援します。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人、クラブ）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 1,331 1,353 1,375 985 985 985

実績値 1,172 1,052 985 － － －

目標値 52 53 54 40 40 40

実績値 46 43 40 － － －

資料：健康福祉課

老人クラブ

会員数

単位クラブ数

 
 

② 生涯学習 

市内の各コミュニティセンターを中心として、芸術や音楽、郷土芸能などの得意な分野を持つ

高齢者の協力のもと、多様化・高度化する学習ニーズに柔軟に対応する生涯学習機会の提供を展

開するなど、生涯学習の推進を図っています。 

生涯学習事業は、地域間で取り組みに差があることが課題となっている一方で、広域的・全体



 
 

 - 26 - 

的な充実が求められています。 

  生涯学習の推進は、高齢者の趣味の拡大、学習、仲間づくりや生きがいづくりにもつながり、 

高齢者の社会参加促進が期待できることから、各種健康講座や高齢者大学等、仲間づくりも合わ

せた学習機会の充実を図り、また、世代間交流事業など高齢者が長年の経験や知識、技術を生か

すことができる場の提供に努めます。 

 

③ 就労機会の拡大 

シルバー人材センターは、高齢者の就業を通じて、長年培った知識、経験、技能を生かし、生

きがいの充実と社会参加の促進を図ることを目的に、活動しています。市内全域を対象に、就労

を希望する高齢者と事業者等とのマッチングを行い、就労機会を確保するという重要な役割を担

っています。市ではこの事業に補助金を交付しています。 

今後も運営事業補助金を継続し、高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進を支援します。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人、千円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 － － － 11,800 11,830 11,850

実績値 11,404 11,551 11,750 － － －

目標値 － － － 62,500 62,800 63,000

実績値 58,354 61,620 62,300 － － －

資料：健康福祉課

シルバー人材
センター

就労
延べ人員

受託契約額

 

 

④ 温泉を活用した交流の場 

高齢者が温泉を利用することにより、健康の増進、及び交流の促進を図ることを目的に、七時

雨憩の湯、なかやま温泉館、及び綿帽子温泉館を高齢者等温泉館として設置しています。また、

高齢者が利用しやすい低廉な料金に設定しています。 

温泉館施設の老朽化が進行しており、給湯設備や配管などを修繕しながら、施設の維持管理に

努めていく必要があります。 

  引き続き、高齢者の健康増進、交流の場として、温泉施設を提供します。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 － － － 66,200 66,500 67,000

実績値 70,841 66,318 66,000 － － －

資料：健康福祉課

高齢者等温泉館

高齢者延べ
利用者数
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⑤ ボランティア活動 

これまで、「高齢者は周囲から支えられるもの」という考え方のもと、各種施策を講じてきま

したが、健康寿命の延伸に伴い、高齢化社会を支える貴重なマンパワーとしても期待されていま

す。 

多くの高齢者が、八幡平市社会福祉協議会のボランティア活動センターに登録し、小学校等で

の福祉体験ボランティア、スノーバスターズなどの活動に参加しています。 

また、市の※介護支援ボランティアポイントモデル事業は、ボランティア活動を行った際にポ

イントを付与し、商品券と交換できる事業であり、高齢者自身の社会参加活動の場の創出につな

がるものです。従来の活動場所であった施設、在宅独居高齢者宅の他に、令和５年度から、地域

での介護予防指導活動等を追加したことにより、全体的な活動者は増加している一方で、感染症

予防のため、施設での活動は停滞しています。高齢者が持っている豊かな知識と経験を生かし、

希望する方がボランティア活動による社会参加ができるよう、ボランティア活動者となるための

研修会の継続実施や、ボランティア受入施設や社会福祉協議会など、関係機関とも協議をしなが

ら体制の強化に努めます。 

 

⑥ 外出支援 

運転免許証を自主返納した 75 歳以上の高齢者に対し、八幡平市運転免許自主返納支援事業を

実施しています。対象者の希望により、コミュニティバスの回数乗車券またはタクシー券を交付

し、高齢者の安全な外出を支援しています。 

高齢者の外出促進が、閉じこもり防止や社会参加につながることから、今後も引き続き支援し

ます。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 － － － 45 45 45

実績値 42 52 32 － － －

資料：岩手県警察本部交通部運転免許課

運転免許自主返納
支援事業

市内の自主
返納者数

 

 

３ 長寿顕彰事業の実施 

【現状と課題】 

長寿を祝福し、地域住民の敬老意識や高齢者の生きがいを高めることを目的に、75歳以上の高 

齢者を対象として地域団体が行う敬老事業に要する経費の一部を補助しています。 

また、市内に居住する節目の年齢を迎えられた方に対して、長寿祝金等を贈呈しています。 
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【施策の方向性】 

地域敬老事業の実施は、地域との交流増加にもつながることから、未実施団体へ補助制度の周 

知を図り、事業への取り組みを促します。また、節目の年齢を迎えた方を対象とした長寿祝金等

の贈呈は、今後も継続します。 

【目標とする成果とその指標】 

成果指標項目

地域敬老事業実施率 60.9 ％ 75.0 ％

目標値（R8）現状値（R4）

 

 

（１）地域敬老事業費補助金の交付 

市が補助する敬老事業には、高齢者に祝い品等を贈呈する敬老祝い品贈呈事業と、長寿を祝福 

する催しを開催する敬老つどい事業があります。令和３年度に事業を開始して以来、敬老事業を 

実施する地域団体は、徐々に増えてきています。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 － － － 4,400 4,500 4,600

実績値 2,823 3,495 4,038 － － －

資料：健康福祉課

地域敬老事業

参加者等

 

 

（２）長寿の顕彰 

市は、市内に居住する喜寿（77歳）、米寿（88歳）、百寿（100歳）の節目の年齢を迎えられた 

方に対して、長寿祝金等を贈呈しています。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 － － － 402 419 503

実績値 274 212 361 － － －

目標値 － － － 242 294 295

実績値 244 279 248 － － －

目標値 － － － 19 30 49

実績値 11 7 16 － － －

資料：健康福祉課

長寿の顕彰

77歳

被贈呈者数

88歳

被贈呈者数

100歳

被贈呈者数
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第２章 認知症施策の推進 

 

１ 認知症施策の推進 

【現状と課題】 

市の高齢者人口は、令和５年９月末で10,035人、高齢化率は42.5％で、今後、後期高齢者人

口の増加による認知症高齢者の増加、特に、独居または高齢者のみ世帯の認知症の方の更なる増

加が見込まれます。 

【施策の方向性】 

高齢者福祉増進のため、認知症施策は重要課題であると捉え、「認知症施策推進大綱」に基づ

き、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現

を目指して、５つの柱に沿って推進することとしています。 

この５つの柱のうち、「研究開発・産業促進・国際展開」を除く、「普及啓発・本人発信支援」、

「予防」、「医療・ケア・介護サービス・介護者への支援」、「認知症バリアフリーの推進・若年性

認知症の人への支援・社会参加支援」の４項目について総合的に推進します。 

また、令和５年６月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立し、令和６年

１月に施行されました。今後、国において、認知症基本法に基づき、「認知症施策推進基本計画」

が策定される予定であり、策定後においては、その内容を踏まえ、認知症施策を進めます。 

   

　認知症の人数
（単位：人）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

「認知症高齢者の日常生活
　自立度判定基準」
判定ランクⅡa以上の人数

1,473 1,458 1,529 1,507 1,451

資料：盛岡北部行政事務組合

※「認知症高齢者の日常生活自立度」は、認知症の人の症状・行動から分類したもので、

　判定ランク「Ⅱ」は、「日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが

　多少みられても誰かが注意していれば自立できる」状態である。

　「Ⅱａ」は家庭外で上記「Ⅱ」の状態がみられ、「Ⅱｂ」は家庭内でも上記「Ⅱ」の状態

　がみられる。

※年度末の実績値  

【目標とする成果とその指標】 

成果指標項目

認知症の知識を持っている人の割合 77.3 ％ 80.0 ％

目標値（R8）現状値（R5）

資料：盛岡北部行政事務組合【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果報告書】  
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（１）普及啓発・本人発信支援 

認知症の正しい知識と理解を深めるため、普及啓発活動を推進します。 

 

① 認知症サポーター養成講座の開催 

認知症を正しく理解し、地域において認知症の人を温かい目で見守り、できる範囲で手助けを

できる人を認知症サポーターといいます。養成講座を受講することで、誰でも認知症サポーター

になることができます。市では、令和４年度末で、延べ3,479名がサポーターとして養成されて

います。年代別にみると10代、60代以降の方が多い一方、20～50代の青年期・壮年期の方は少

ない状況にあります。 

地域での支援体制を強化するため、認知症サポーター養成講座を継続して開催します。特に、

高齢者と接することが多い商店や金融機関等の職域と連携を図り、働き盛りの世代に対する養成

講座の実施を強化します。 

また、学童期からの認知症への理解をきっかけとした高齢者にやさしい地域づくりを推進する

ため、小・中学生を対象とした「孫世代のための認知症講座」を継続します。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 250 255 260 250 255 260

実績値 225 239 246 － － －

資料：健康福祉課

認知症サポーター
養成講座

受講者数

 

 

② 情報発信の場 

市は、認知症に関する情報を発信する場として、八幡平市立図書館等を活用し、認知症コーナ

ーを設置しています。 

また、認知症講演会、地域住民が集う場を利用しての認知症の寸劇、世界アルツハイマーデー

におけるキャンペーン等での情報発信を行っています。しかし、認知症に対する偏見や正しい認

識が定着していない場合も散見されることから、地道な普及活動が必要です。 

今後も、より多くの方が認知症について理解を深めることができるよう、様々な機会を通じた

啓発活動や、地域に出向いての講座開催などを継続します。 

 

③ 認知症の人本人からの発信支援 

認知症の人の視点を重視するために、各種相談や認知症カフェ等を通じて、本人の意見を把握

し、認知症の人本人の視点を踏まえた活動に努めます。 
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（２）予防 

   認知症予防には、運動習慣を生活に取り入れること、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、

社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持などの対応が効果的とされていることから、保健

師、管理栄養士による食事・生活指導を継続します。また、地域において高齢者が身近に通うこ

とができる場の拡充に努めます。 

 

（３）医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

① 認知症の早期発見、早期対応 

   ※地域包括支援センター、かかりつけ医等あらゆる関係者・関係機関が連携を図り、認知症の

疑いがある人に早期に気づいて、本人が安心して暮らしていけるよう適切に対応するとともに、

認知症と診断された後の本人、家族に対する支援につなげるよう努めます。 

 

② 認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が、認知症が疑われる人や認知症の人とその家族を訪問し、※アセスメントや家

族支援等の初期の支援を包括的、集中的に進め、自立生活のサポートを行う「認知症初期集中支

援チーム」を医療機関に委託して実施しています。ケースに対して数か月に及ぶ関わりが必要な

ことから、実施件数は多くないものの、孤立していた方が、チームの介入により適切な医療・介

護サービス等につながることに役立っています。 

   今後も、支援チームの活動を推進し、必要な支援を提供できるよう連携の強化に努めます。 

 

③ 認知症地域支援推進員 

   地域包括支援センターに、認知症地域支援推進員を配置し、認知症に関わる相談に応じている

ほか、認知症カフェをはじめとする各種認知症施策に中心となって取り組み、認知症の人やその

家族への支援に努めています。 

 

④ 介護者への支援、認知症カフェの開催 

   認知症の人の介護者は、日々、身体的にも精神的にも多大な負担を抱えています。介護者への

支援を行うことは、認知症の人の生活の質の改善にもつながります。家族等介護者の身体的、精

神的な負担を軽減し、生活と介護の両立につなげるため、通所介護、※認知症対応型共同生活介

護等、各種介護サービスの活用を推進します。 

また、認知症の人、家族、及び認知症に関心のある方など誰もが参加でき、認知症に関する情

報を得たり、参加者が自分の想いを話すことができる場として認知症カフェを開催しています。

３地区にある地域包括支援センターブランチが、ミニ講話やフリートーク等、それぞれ特徴のあ

る活動内容により、おおむね１～２カ月毎に開催しています。カフェへの、家族や地域の方の参

加が定着してきたものの、まだまだ認知症当事者の参加は多くない状況にあります。 
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介護者の負担を軽減し、また、認知症の人の社会参加の推進のために、認知症カフェの周知を 

  図ります。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：箇所、回、人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 5 5 6 4 4 4

実績値 4 4 4 － － －

目標値 32 38 44 27 27 27

実績値 15 23 27 － － －

目標値 290 350 462 200 210 220

実績値 75 190 200 － － －

資料：健康福祉課

認知症カフェ

開催箇所数

実施回数

延べ
参加者数

 

 

（４）認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

① 認知症バリアフリーの推進 

認知症バリアフリーとは、認知症になってもこれまでどおりに暮らし続けられるよう、生活の

あらゆる場面においての障壁を減らしていくための取り組みを指します。 

日常生活における消費、金融、小売等の様々な生活環境、公共交通施設や建物等のバリアフリ

ー化について、他市町村も含め、好事例等の情報を把握し、関係部署や関係機関への情報提供に

努めるとともに、市での活用を検討します。 

 

② 地域支援体制の強化 

ア 認知症ケアパス（ガイドブック） 

認知症の段階ごとに応じ利用できる地域資源等をまとめた「認知症ケアパス」は、現在使

用しているものが、経年により実態と合わなくなっている箇所もあります。認知症の方や家

族等だけでなく、誰が見てもわかりやすいものとなるよう見直しを進めます。 

 

イ 認知症高齢者等声かけ練習会 

市では、認知症の人が安心して外出できる地域の見守り体制づくりとして、ひとり歩きを

して自宅に戻れず困っている認知症の人への声のかけ方、接し方を学ぶ声かけ練習会を開催

しています。また、認知症サポーター養成講座を行う団体のうち、希望する団体において同

時に開催しており、今後も、実施団体と協議しながら継続します。 

 

ウ 認知症高齢者の見守り推進 

認知症高齢者等の行方不明時の早期発見・保護を目的として盛岡広域８市町で運用してい
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る「※盛岡広域シルバーケアＳＯＳネットワーク」に参画し、広域捜索時の連携体制を確立す

るとともに、市では、※ＩＣＴを活用した捜索システムの導入を支援しています。盛岡広域シ

ルバーケアＳＯＳネットワークには、令和４年度末時点で 43 名の登録があり、高齢者が自

宅に戻れなくなった際の個人の特定、捜索・保護に活用されています。ＩＣＴを活用した捜

索システムは、位置情報システム（ＧＰＳ等）機能付き端末機を購入する際の費用を助成す

るもので、これまで５件の実績があります。 

これらの事業について、様々な機会を活用した周知や、居宅介護支援事業所など関係機関、

関係者への情報発信を継続し、認知症高齢者の見守りを推進します。 

 

エ 認知症サポーターボランティア 

認知症サポーター養成講座を修了した方がチームを作り、認知症の方やその家族のニーズ

に合った一歩踏み込んだ支援につなげる仕組み（「チームオレンジ」）の整備が求められてい

るため、市では、令和５年度、認知症サポーターによるボランティア活動を開始し、さまざ

まな普及啓発活動を行っています。 

ボランティアの発案による「買い物応援マーク」は、認知症の方が安心して買い物や社会

参加ができるよう、商店や金融機関等のさりげない見守りを促すために役立つものとなって

おり、このような、地域全体で認知症の方を支える体制づくりの強化を図ります。 

チームオレンジの活動開始に向けて、認知症サポーターがより実際の活動につなげるため

の講座（ステップアップ講座）を開催し、ボランティアを増員します。また、ボランティア

の活動の後方支援を継続します。 

「買い物応援マーク」と併せて、「※希望をかなえるヘルプカード」についても、今後、広

く周知を図ります。 

 

③ 若年性認知症の人への支援 

若年性認知症の人ができることを、可能な限り続けながら適切な支援が受けられるよう、若年

性認知症のハンドブックの配布を継続して行います。 

若年性認知症に関する電話相談「若年性認知症コールセンター」や専門相談窓口について、パ

ンフレットを活用して周知を図り、対象者を支援します。 

 

④ 社会参加支援 

認知症になった方が、役割と生きがいをもって生活ができるよう、通所介護、認知症カフェや

趣味活動などを通して社会参加・社会貢献できる方策を検討します。 

 

（５）※権利擁護の推進 

権利擁護支援を必要としている人は、金銭管理や売買行動に支障があったり、虐待を受けてい
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るなど自らの権利が侵されていることに気づくことができなかったり、自ら助けを求めることが

難しかったりする場合もあり、支援の体制を整える必要があります。市では、令和３年から「※

八幡平市成年後見センター」を開設していますが、※成年後見制度とともに認知度は低い状況に

あります。また、成年後見制度における申立て手続きが煩雑であること、後見人となる専門職人

材の不足が課題として挙げられます。  

このような課題に対し、令和４年度に策定した第４期八幡平市地域福祉計画中では「八幡平市

成年後見制度利用促進基本計画」を定めています。権利擁護支援を必要な方が必要な時に支援等

を受けられるよう、地域の関係機関のネットワークを構築し、制度の利用促進と、支援体制の充

実に努めます。 

 

① 権利擁護に関する周知啓発 

   権利擁護に関する理解の促進と制度の周知に努めます。また相談窓口である「八幡平市成年後

見センター」についても、一層の周知を行い、制度を必要とする方の利用促進を図ります。 

 

② 権利擁護に関する相談支援体制の充実 

権利擁護を必要としている本人や家族、またそれを手助けする方が、適切な支援を受けられる

ように関係機関と連携を図り、相談支援体制の強化に努めます。 

 

③ 成年後見制度市長申立て、報酬費用の助成 

   申立て手続きを行う親族の不在により、制度を利用することが困難な方を支援するため、成年

後見等開始審判申立てを市長が行い、その申立てに要する費用や成年後見人等への報酬費用の助

成を行います。 

 

④ 成年後見人等の養成と後見人への支援 

   後見人等の担い手として期待される市民後見人を養成するほか、※盛岡北部成年後見ネットワ

ーク事業において、社会福祉法人が後見活動を円滑に行えるよう、成年後見人等候補者調整会議

や、後見活動の確認、相談及び支援機能を持つ法人後見連絡会を開催します。 

 

⑤ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築と充実 

盛岡北部成年後見ネットワーク会議を開催し、地域の保健・医療、福祉、司法の連携体制の強

化に努めます。 

また、高齢者や認知症の人等の判断力の低下した人が、消費者被害に遭わないよう消費者担当

課とも連携し地域で見守る体制を構築します。 
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⑥ 虐待防止施策の推進 

高齢者の虐待防止と早期発見・対応のために、関係機関との連携を強化し、適切な支援に結び

つけるよう迅速な対応を行います。被虐待者だけでなく虐待者も含めすべての人が尊厳ある生活

が継続できるよう、権利擁護に関する理解の促進に努めます。 

 

 

 認知症施策の推進体制図（認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員） 
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第３章 介護・福祉サービスの充実 

 

１ 相談・支援体制の強化 

【現状と課題】 

高齢者の総合相談窓口として市健康福祉課内に地域包括支援センターを設置しています。また、

地域の相談窓口である地域包括支援センターブランチを日常生活圏域ごとに設置し、身近な場所

で誰もが相談しやすい環境を整えています。しかし、盛岡北部行政事務組合が行った「在宅介護

実態調査」において、八幡平市、岩手町、葛巻町の回答者のうち、地域包括支援センターの認知

度を問う項目に対し、「まったく知らない」、「聞いたことはあるがどこにあるかなど具体的なこ

とは知らない」と答えた方が合わせて49.1％と、ほぼ半数の方が把握できていないことがわかり

ました。 

【施策の方向性】 

相談窓口である地域包括支援センター、地域包括支援センターブランチの一層の周知を図りま

す。また、地域包括支援センターが行う地域ケア会議や高齢者の個別ケース検討等を通じて※ケ

アマネジメントの質の向上を図るとともに、地域の課題を共有して関係機関や関係者等と連携し

て課題の解決や支援の充実を図ります。 

  

設置数

地域包括支援センター 1

地域包括支援センターブランチ
（在宅介護支援センター）

3

地域包括支援センター及び地域包括支援センターブランチ（在宅介護支援センター）

 

【目標とする成果とその指標】 

成果指標項目

地域包括支援センターを知っている人の割合 32.3 ％ 35.0 ％

目標値（R8）現状値（R5）

資料：盛岡北部行政事務組合【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果報告書】  

 

２ 介護保険サービス 

高齢化の進展により、高齢者が高齢者を介護する（老々介護）という世帯も少なくありません。

在宅介護で対応できない場合、介護保険サービス等の活用が必要となります。介護が必要な状態

になっても、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、引き続き盛岡

北部行政事務組合と連携して各種サービスの充実に努めます。 
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なお、第９期介護保険事業計画期間中に、次のとおりサービスを整備する予定です。 

サービス 整備内容 整備年度 箇所数 圏域

※地域密着型通所介護

通所介護（定員30人）を地域
密着型通所介護（定員18人）
に転換

令和６年度
（予定）

1 安代圏域

地域密着型通所介護
通所介護（定員30人）を地域
密着型通所介護（定員18人）
に転換

令和７年度
（予定）

1 安代圏域

介護老人福祉施設
８床増床
（80床→88床）

令和７年度
（予定）

1 西根圏域

資料：盛岡北部行政事務組合

　第９期介護保険事業計画期間の※地域密着型サービス及び介護保険施設サービス
　の整備計画

 

 

３ 日常生活支援の充実 

【現状と課題】 

日常の自立した生活に不安のあるひとり暮らし高齢者等が要介護状態となっても、可能な限り

住み慣れた地域で暮らしを続けていくことができるように、高齢者の実態把握に努め、紙おむつ

給付事業や訪問理美容サービス事業など、各種在宅福祉サービスを実施しています。 

高齢者が日常生活を続けていく中で、ごみ出しや除雪ができない、移動手段がないなど、公的

サービスでは対応できない多種多様な問題があり、ニーズを満たす支援者が適時に確保できない

ことが課題となっています。 

【施策の方向性】 

高齢者が引き続き、在宅で生活を続けることができるよう、既存の在宅福祉サービスは、今後

も継続し、支援していきます。 

※生活支援コーディネーターを配置し、公的サービスだけでは対応できない多種多様なニーズ

に対応できるよう生活支援体制を整えます。 

【目標とする成果とその指標】 

成果指標項目

在宅福祉サービス利用者数 222 人 240 人

目標値（R8）現状値（R4）

  

 

（１）高齢者の実態把握 

高齢者のいる世帯を調査し、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯等を把握することで、孤立化

等の予防や早期発見、早期対応を図ります。 

また、民生委員、またはふれあいいきいきサロン等の地域にある団体との連携を進め、支援を

要する人の情報収集に努めます。 
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（２）在宅福祉サービス・生活支援の充実 

日常の自立した生活に不安のある 65 歳以上の一人暮らしの人やその家族等に対し、介護保険

事業にはないサービスを提供していくことで、安心した生活を送ることができるよう支援します。 

 

サービス一覧 

１ 在宅要介護者等紙おむつ給付事業 

２ 訪問理美容サービス事業 

３ 高齢者等緊急通報体制整備事業 

４ 生活管理指導短期宿泊事業 

５ 高齢者日常生活用具給付事業 

６ 緊急一時保護 

７ 配食見守りサービス事業 

８ 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 

９ 除雪支援活動助成金交付事業 

10 介護支援ボランティアポイントモデル事業 

 

① 在宅要介護者等紙おむつ給付事業 

要介護２～５の認定を受けている在宅の高齢者または一定以上の等級で身体障害者手帳を所

持している方で、住民税非課税若しくは均等割のみの課税世帯に属する方に対し、紙おむつを給

付します。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 90 90 90 100 100 100

実績値 97 105 100 － － －

資料：健康福祉課

在宅要介護者等
紙おむつ給付事業

利用者数

 

 

② 訪問理美容サービス事業 

自力で理美容院に出向くことができない在宅の高齢者等に対し、理美容師が高齢者等宅を訪問 

し、理美容サービスを提供します。 
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【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人、回）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 50 50 50 40 41 42

実績値 40 35 38 － － －

目標値 130 130 130 110 112 114

実績値 119 106 108 － － －

資料：健康福祉課

訪問理美容
サービス事業

利用者数

延べ回数

 

 

③ 高齢者等緊急通報体制整備事業 

一人暮らし高齢者等を対象に、安心して生活ができるよう、緊急時に 24 時間対応が可能な緊

急通報システムを設置します。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 78 78 78 53 53 53

実績値 61 53 49 － － －

※　各年度末の利用者数を実績値としています

資料：健康福祉課

高齢者等緊急通報
体制整備事業

利用者数

 

 

④ 生活管理指導短期宿泊事業 

要介護認定を受けていない市内に居住する高齢者が、体調不良等により居宅での生活が困難と

なった場合、もしくは生活習慣の指導や体調管理が必要となった場合に、※養護老人ホーム、及

び※特別養護老人ホーム等に一時的に宿泊させることで、心身の健康保持、及び自立支援を図り

ます。一部、自己負担があります。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人、日）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 0 0 0 1 1 1

実績値 0 0 0 － － －

目標値 0 0 0 30 30 30

実績値 0 0 0 － － －

資料：健康福祉課

生活管理指導短期
宿泊事業

利用者数

延べ日数
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⑤ 高齢者日常生活用具給付事業 

防火等の配慮を必要とする一人暮らし高齢者に対し、自動消火器、電磁調理器を給付します。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：件）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 3 3 3 2 2 2

実績値 1 3 2 － － －

目標値 0 0 0 0 0 1

実績値 0 0 0 － － －

資料：健康福祉課

高齢者日常生活
用具給付事業

自動消火器
給付数

電磁調理器
給付数

 

 

⑥ 緊急一時保護 

要介護認定を受けていない一人暮らし高齢者等が火災等の災害に遭った時に、適当な介護者が

なく、緊急に一時的保護を行う必要がある場合、市内の特別養護老人ホームや盛岡広域の養護老

人ホームに一時保護します。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人、日）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 0 0 0 1 1 1

実績値 0 0 0 － － －

目標値 0 0 0 60 60 60

実績値 0 0 0 － － －

資料：健康福祉課

緊急一時保護

緊急一時
保護者数

延べ日数

 

 

⑦ 配食見守りサービス事業 

調理が困難で、自立生活に不安のある一人暮らし高齢者等を対象に、1週あたり３回を上限と

して弁当を届けるとともに、訪問の際に安否確認を行います。一部、自己負担があります。 
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【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人、食）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 60 60 60 35 35 35

実績値 48 40 32 － － －

目標値 6,000 6,000 6,000 3,100 3,100 3,100

実績値 4,043 3,363 2,732 － － －

資料：健康福祉課

配食見守り
サービス事業

利用者数

延べ
配食数

 

 

⑧ 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 

在宅の寝たきりの高齢者等が使用する寝具を預かり、寝具の洗濯、乾燥、及び消毒を行います。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 2 2 2 1 1 1

実績値 0 0 0 － － －

資料：健康福祉課

寝具類等洗濯乾燥
消毒サービス事業

利用者数

 

 

⑨ 除雪支援活動助成金交付事業 

除雪支援が必要な高齢者世帯等を対象に行われる地域の除雪活動に対し助成を行います。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：世帯、回）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 60 60 60 65 67 68

実績値 52 60 62 － － －

目標値 2,100 2,100 2,100 2,000 2,020 2,030

実績値 2,088 1,965 1,800 － － －

資料：健康福祉課

除雪支援活動
助成金交付事業

利用世帯数

延べ
利用回数

 

 

⑩ 介護支援ボランティアポイントモデル事業 

一人暮らし高齢者に対し、ボランティア登録者が、家庭のごみ出し、回覧板の回付、買い物等

への付き添い、除雪、話し相手等の支援を行います。 
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【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 5 10 15 4 4 5

実績値 2 3 4 － － －

資料：健康福祉課

介護支援ボランティア

ポイントモデル事業

在宅の
利用者数

 

 

（その他 八幡平市社会福祉協議会事業） 

  事業の広報用資料を作成し、一層の周知に努めます。 

 

① 外出支援サービス 

車いすやストレッチャーを使用しないと外出が困難な高齢者等に対し、八幡平市社会福祉協議

会の運転ボランティアが、リフト付きの福祉車両で自宅から医療機関等との間を送迎します。利

用には、ルートに応じた所定の利用料がかかります。 

（単位：人、日）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

33 25 31 30 29 28

資料：八幡平市社会福祉協議会

外出支援事業

延べ利用者数

※　令和４年度までは実績値、令和５年度は見込値、令和６年度以降は目標値

 

 

② 福祉用具・福祉車両貸出事業 

歩行や移動に支障がある高齢者等が利用できる車椅子や歩行器、車いすに乗ったままでも乗車

できる福祉車両の貸し出しを行います。原則として無料ですが、福祉車両を利用する場合は、利

用料として福祉車両のガソリンを満タンにして返却する必要があります。 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

52 76 47 50 49 48

17 25 20 20 20 20

資料：八幡平市社会福祉協議会

福祉用具・福祉車両

福祉車両
延べ利用者数

福祉用具
延べ利用者数

※　令和４年度までは実績値、令和５年度は見込値、令和６年度以降は目標値
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（３）生活支援体制整備の充実 

高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持ってその人らしい生活を継続していくために、介護

予防・生活支援等のサービスの提供体制を整えていく必要があり、八幡平市生活支援体制整備事

業を実施しています。 

   介護保険等の公的サービスだけでは支援しきれない様々な生活上の困難な課題に対応する必

要があります。 

 生活支援コーディネーターを配置し、地域での互助や地域活動など様々な地域資源を活かした

多様なサービスを創出し、支援が必要な高齢者とマッチングするとともに、地域住民や関係者の

理解を深め、支え合いのまちづくりを推進します。 

 

（４）地域見守りネットワークの推進 

一人暮らし高齢者や認知症の人が増加する中、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、

八幡平市社会福祉協議会が中心となり緊急連絡カードを活用した「小地域見守りネットワーク事

業」を実施しています。さらに多くの住民が、相互に見守り見守られることの意義を理解し、ネ

ットワークの主体として参加できるよう周知を図ります。 

また、地域住民による見守りの他に、民間事業者等と「高齢者等見守りネットワーク事業」の

協定を結んでおり、事業者の通常業務または活動において、異変のある高齢者等や何らかの支援

を必要としている高齢者等を発見した場合、市へ情報提供いただくこととしています。 

今後も「高齢者等見守りネットワーク事業」の協定先を増やすとともに、各種関連団体、事業

所などさまざまな見守りの担い手が協力して、地域一体となって高齢者を見守るネットワークづ

くりを進めます。 
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【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：事業所）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 － － － 12 13 14

実績値 10 11 11 － － －

※　各年度末の事業所数を実績値としています

資料：健康福祉課

民間事業者との
協定締結

協定締結
事業所数

 

 

４ 安心できる住まいの確保 

【現状と課題】 

高齢になると疾病や障害による介護ニーズの増大、生活困窮、住宅の老朽化、積雪等様々な要

因が影響し自宅での生活が困難になることがあります。地域の人との関係が希薄になり、困りご

とを誰にも相談できないままに過ごし、新たな住まいの確保について、早急な対応が必要となる

方もいます。 

高齢者のニーズは多様化しており、介護保険施設だけでは対応しきれない状況にあります。市

内には、有料老人ホーム、軽費老人ホーム等の施設があり、施設ごとに入居に係る条件や受けら

れるサービス等は異なりますので、それぞれの状況に応じて選定を行う必要があります。 

 

声かけ 
気づき 

声かけ 
気づき 

声かけ 
気づき 

支
援 

相
談 

連絡 連絡 

声かけ 
気づき 
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【施策の方向性】 

安心して生活できる環境を確保できるよう、住宅の環境調整の助言や施設選定に必要な情報を

提供する等、相談支援体制の強化に努めます。 

介護ニーズ以外の面で生活問題を抱え、養護老人ホーム以外では十分な対応が難しい高齢者が

確認された場合は、総合的に判断し適正な対応に努めます。 

【目標とする成果とその指標】 

成果指標項目

介護保険住宅改修費の支給件数 42.7 件 45.0 件

目標値
（R6～R8平均値）

現状値
（R3～R5平均値）

資料：盛岡北部行政事務組合

※　年度により件数の変動が大きいため、３年間の平均値を現状値、目標値としています

 

 

① 生活支援ハウスの運営 

おおむね 60 歳以上の一人暮らしの人、夫婦のみの世帯に属する人または家族による援助を受

けることが困難な人で、独立して生活することに不安のある高齢者等を対象に、デイサービス、

居住部屋を提供する生活支援ハウスを運営します。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 10 10 10 10 10 10

実績値 10 10 10 － － －

※　各年度末の入所者数を実績値としています

資料：健康福祉課

生活支援ハウス
居住部門

利用者数

 

 

② 高齢者にやさしい住まいづくり 

要介護（要支援）認定者等が居住する住宅のトイレ、浴室等の改修をする場合、それに要する

費用の一部を補助します。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 1 1 1 1 1 1

実績値 1 0 1 － － －

資料：健康福祉課

高齢者及び障がい
者にやさしい

住まいづくり事業

利用者数
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③ 養護老人ホーム入所措置 

養護老人ホームは、生活環境上または経済的な理由により、自宅で生活することが困難な高齢 

者が入所できる措置施設です。 

【施策・事業に関係する活動指標】 

（単位：人）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

目標値 － － － 11 11 11

実績値 15 13 10 － － －

※　各年度末の入所者数を実績値としています

資料：健康福祉課

養護老人ホーム
入所措置

入所者数
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第４章 在宅医療と介護の連携推進 

 

１ 在宅療養のための医療と介護の連携推進 

【現状と課題】 

疾患を抱えながら在宅や施設で療養する高齢者を支えるためには、医療と介護の連携が不可欠

となります。その一方で、一人の高齢者に複数の介護サービス提供事業所や医療機関等が関わる

こと、関わる職種の専門性の違いがあることから、有機的な連携とするためには共通のルールや

工夫が必要となります。 

【施策の方向性】 

高齢者が安心して療養ができるよう、医療と介護の連携を推進するためには、医療関係者と介

護関係者の顔の見える関係づくりを強化する必要があります。そのため、※ケアマネジャー、介

護関係者、医療関係者等の多職種が参加する地域ケア会議を開催します。 

また、盛岡北部行政事務組合在宅医療介護連携推進協議会、及び関連機関等と連携し、医療や

介護に関する研修を開催します。 

ケアマネジャーや介護サービス提供事業者、病院の※医療ソーシャルワーカー等におけるＩＣ

Ｔツールの活用、盛岡圏域入退院調整ガイドラインなどの活用による円滑な情報連携を支援しま

す。 

【目標とする成果とその指標】 

成果指標項目

在宅医療・介護連携に関する研修会の開催回数 3 回 4 回

目標値（R8）現状値（R5）
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第５章 災害や感染症の発生に備えた体制整備 

 

１ 災害や感染症に備えた準備 

【現状と課題】 

予測できない災害に対し、平常時の備えをすることで被害を軽減することができます。市で

は、令和４年に浸水想定区域や土砂災害警戒区域、避難所や防災情報等を掲載した防災マップ

を更新し、各世帯や関係機関等へ情報提供しています。防災訓練の際には、高齢者施設等の参

画を得ながら高齢者を含めて避難訓練を実施しています。災害に対する備えは、平常時にも繰

り返し確認し風化させないことが重要です。 

また、新型コロナウイルス等の重症化を伴う感染症が流行した際は、感染予防対策の情報等

を随時、繰り返し周知してきました。感染症の蔓延防止については、冷静に※エビデンスに基づ

いた対応をする必要があり、正しい情報を適時に周知することが重要です。 

災害時、感染症拡大時には、情報連絡の緊急性が高まり、情報量が増大します。そのような

状況下でも、情報伝達方法等連絡体制を多方面に構築し、迅速に対応する必要があります。 

【施策の方向性】 

今後も、防災や感染症対策についての周知啓発、訓練を実施するとともに、関係機関と連携

を図りながら災害や感染症発生時に必要な体制の構築に努めます。 

介護事業者等への連絡については、盛岡北部行政事務組合関連施設等と協力、役割分担し、

情報伝達方法等連絡体制を整備していきます。 

【目標とする成果とその指標】 

成果指標項目

市防災訓練時の参加高齢者福祉施設数 2 施設 2 施設

目標値（R8）現状値（R5）

 

 

２ 災害時における要援護者への支援 

【現状と課題】 

災害が発生した時は、速やかに避難行動をとる必要がありますが、避難行動に支援が必要な一

人暮らし等の高齢者が多数おり、近隣、地域の関連機関等が相互に支援するしくみが必要です。 

市は、避難行動要支援者名簿を備えており、自主防災組織と連携して避難行動要支援者個別避

難計画を作成しています。計画の策定は、令和５年度から２地区で取り組んでおり、市内全域で

の取り組みには至っていません。 

【施策の方向性】 

今後は、避難行動要支援者避難支援計画策定を市内全域に拡大し、災害時の要援護者を取り残

さずに把握できる情報提供体制づくりを進めるとともに、「八幡平市地域防災計画」に基づき、
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高齢者等に配慮した防災体制づくりを進めます。 

【目標とする成果とその指標】 

成果指標項目

避難行動要支援者個別避難計画策定件数 2 件 5 件

目標値（R8）現状値（R5）

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資 料 編 
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○八幡平市高齢者福祉計画策定委員会設置要綱 

平成17年９月１日告示第27号 

改正 

平成18年３月30日告示第66号 

平成21年３月30日告示第48号 

平成24年３月28日告示第68号 

平成28年３月28日告示第60号 

令和２年３月３日告示第23号 

八幡平市高齢者福祉計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 八幡平市高齢者福祉計画（以下「計画」という。）の策定を円滑に推進するため、八

幡平市高齢者福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(１) 事業計画の策定に係る基本的事項の検討に関すること。 

(２) 見直し計画の策定に関すること。 

(３) 事業計画及びその他見直し計画の策定に関し、必要と認められる事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 関係団体等の代表者 

(２) 識見を有する者 

(３) その他老人福祉の推進のために必要と認められる者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、事業計画の策定に係る基本的事項の検討及び見直し計画の策定が終

了したときまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ１人置き、委員の互選とする。 

２ 委員長は、会務を総理し、議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

（報償） 

第７条 委員には、予算の範囲内で報償金を支給する。 



- 51 - 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成17年９月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成18年３月30日告示第66号） 

平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月30日告示第48号） 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月28日告示第68号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月28日告示第60号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３日告示第23号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 
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八幡平市高齢者福祉計画策定委員会委員名簿 

敬称略・順不同 

番号 団  体  名 職名 氏名 備考 

１ 一般社団法人岩手西北医師会 参与 及川 忠人 委員長 

２ 岩手八幡平歯科医師会 理事 佐藤 史尚  

３ 八幡平市保健福祉連携推進協議会 副会長 遠藤 一子  

４ 八幡平市老人クラブ連合会 会長 勝又 紘一  

５ 西根地区民生児童委員協議会 会長 三田村 昇  

６ 松尾地区民生児童委員協議会 会長 八幡 竹男  

７ 安代地区民生児童委員協議会 会長 立花 義弘 副委員長 

８ 八幡平市婦人会連絡協議会 会長 瀬川 愛子  

９ 八幡平市身体障害者福祉協会 会長 宇土沢 弘子  

10 社会福祉法人八幡平市社会福祉協議会 会長 岡田 久  

11 介護保険被保険者代表 
盛岡北部行政事務組合 

運営協議会委員 
阿部 正昭  

12 介護保険被保険者代表 
盛岡北部行政事務組合 

地域密着型運営委員 
髙橋 清志  

13 西根地区地域振興協議会 
八幡平市平舘 

地域振興協議会 会長 
工藤 弘光  

14 松尾地区地域振興協議会 
八幡平市松尾地区 

地域振興協議会 理事 
田村 英典  

15 安代地区地域振興協議会 
五日市 

振興協議会 会長 
羽澤 良和  
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八幡平市高齢者福祉計画策定委員会の審議の経過 

 

開催日 会議名 主な案件 

令和５年 

12 月 19 日 

第１回八幡平市高齢者

福祉計画策定委員会 

・委員長、副委員長選任について 

・計画に係る実績等について 

・計画策定までのスケジュールについて 

・計画の概要、基本理念と基本目標の設定について 

・八幡平市高齢者福祉計画（第１部 総論）素案につい

て 

令和６年 

２月 15 日 

第２回八幡平市高齢者

福祉計画策定委員会 

・八幡平市高齢者福祉計画（第２部 各論）素案につい

て 

・パブリックコメントの実施について 

令和６年 

３月 21 日 

第３回八幡平市高齢者

福祉計画策定委員会 

・パブリックコメントの実施結果について 

・八幡平市高齢者福祉計画（案）について 

 

 



 

 

 

介護保険の状況と介護サービスの見込み量等 

 

盛岡北部行政事務組合第９期介護保険事業計画より抜粋 
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１ 介護保険の状況 

（１）サービス利用の状況（第１号被保険者）         

区分 令和３年 令和４年 令和５年 

認定者数 1,980人 1,968人 1,932人 

サービス利用者数 1,582人 1,584人 1,545人 

認定率 19.5％ 19.4％ 19.2％ 

利用率 79.8％ 80.4％ 79.9％ 

※毎年９月30日 

 

（２）居宅サービスの利用者数 

《居宅サービス》                           （単位：人／月） 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問介護 176 177 181 

訪問入浴介護 9 9 11 

訪問看護 65 61 57 

訪問リハビリテーション 2 2 1 

居宅療養管理指導 41 47 43 

通所介護 393 378 359 

通所リハビリテーション 184 178 176 

短期入所生活介護 104 108 107 

短期入所療養介護 
（介護老人保健施設） 

14 14 17 

短期入所療養介護 
（病院等） 0 0 0 

短期入所療養介護 
（介護医療院） 0 0 0 

福祉用具貸与 406 414 417 

特定福祉用具購入費 7 8 10 

住宅改修 2 3 1 

特定施設入居者生活介護 23 25 24 

居宅介護支援 800 781 750 

※各サービスの内容については、用語解説に掲載しています。 
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《介護予防サービス》                         （単位：人／月） 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 

介護予防訪問看護 3 4 3 

介護予防訪問リハビリテーシ
ョン 

0 0 0 

介護予防居宅療養管理指導 2 2 1 

介護予防通所リハビリテーシ
ョン 55 58 57 

介護予防短期入所生活介護 2 1 1 

介護予防短期入所療養介護 
（介護老人保健施設） 

0 0 0 

介護予防短期入所療養介護 
（病院等） 

0 0 0 

介護予防短期入所療養介護 
（介護医療院） 

0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 40 43 44 

特定介護予防福祉用具購入費 1 1 2 

介護予防住宅改修 1 1 1 

介護予防特定施設入居者生活
介護 

2 1 2 

介護予防支援 90 96 92 

※各サービスの内容については、用語解説に掲載しています。 
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（３）地域密着型サービスの利用者数 

《地域密着型サービス》                        （単位：人／月） 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護
看護 

0 1 2 

夜間対応型訪問介護 0 0 0 

地域密着型通所介護 41 42 42 

認知症対応型通所介護 30 27 27 

小規模多機能型居宅介護 37 36 37 

認知症対応型共同生活介護 47 47 48 

地域密着型特定施設入居者生
活介護 

0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護 

28 29 29 

看護小規模多機能型居宅介護 2 2 2 

 

《地域密着型介護予防サービス》                    （単位：人／月） 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護予防認知症対応型通所介
護 

1 1 1 

介護予防小規模多機能型居宅
介護 

3 3 4 

介護予防認知症対応型共同生
活介護 

0 0 0 

 

（４）施設サービスの利用状況                     （単位：人／月） 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護老人福祉施設 266 264 266 

介護老人保健施設 223 220 216 

介護医療院 7 6 11 

介護療養型医療施設 8 1 1 

※各サービスの内容については、用語解説に掲載しています。 
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（５）介護サービス提供事業者の現状 

区分 
事業所数  圏域別事業所数 

R2.12.1現在 R5.10.1現在  西根 松尾 安代 

訪問介護 4 5  1 3 1 

訪問入浴介護 0 0  0 0 0 

訪問看護 1 1  0 1 0 

訪問リハビリテーション 2 2  1 1 0 

通所介護 7 7  3 2 2 

通所リハビリテーション 4 4  1 2 1 

短期入所生活介護 6 6  2 3 1 

短期入所療養介護 3 3  1 1 1 

特定施設入居者生活介護 1 1  0 1 0 

居宅介護支援事業者 10 12  6 4 2 

介護予防支援事業所 1 1  1 

認知症対応型通所介護 1 1  1 0 0 

小規模多機能型居宅介護  2 2  2 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設 1 1  0 1 0 

認知症対応型共同生活介護 5 5  4 0 1 

地域密着型通所介護 4 3  2 1 0 

介護老人福祉施設 4 4  2 1 1 

介護老人保健施設 3 3  1 1 1 

介護療養型医療施設 0 0  0 0 0 

合計 59 61 
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２ 介護保険によるサービスの見込み 

（１）居宅介護サービス利用者の見込み 

①訪問介護 

   訪問介護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、減少傾向で推移し、令

和８年度で年間81,150回、2,114人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用回数（回／年） 83,960 82,814 81,150 

利用人数（人／年） 2,184 2,156 2,114 

   

②訪問入浴介護 

   訪問入浴介護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、横ばい傾向で推移

し、令和８年度で年間549回、116人を見込みます。 

また、必要なサービス量は、既存の事業者により確保されると見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用回数（回／年） 574 574 549 

利用人数（人／年） 121 121 116 

   

③訪問看護 

   訪問看護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、減少傾向で推移し、令

和８年度で年間7,725回、738人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用回数（回／年） 8,010 7,801 7,725 

利用人数（人／年） 763 745 738 

   

④訪問リハビリテーション 

   訪問リハビリテーションの利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、横ばい

傾向で推移し、令和８年度で年間218回、23人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用回数（回／年） 225 225 218 

利用人数（人／年） 24 24 23 

   

⑤居宅療養管理指導 

   居宅療養管理指導の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、増加から横ば

い傾向で推移し、令和８年度で年間626人を見込みます。 

また、必要なサービス量は、既存の事業者、医療機関等により確保されると見込みます。 
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 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 647 631 626 

   

⑥通所介護 

   通所介護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、減少傾向で推移し、令

和８年度で年間39,485回、3,879人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用回数（回／年） 42,312 40,093 39,485 

利用人数（人／年） 4,146 3,937 3,879 

   

⑦通所リハビリテーション 

   通所リハビリテーションの利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、減少傾

向で推移し、令和８年度で年間15,506回、2,047人を見込みます。 

また、必要なサービス量は、既存の事業者により確保されると見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用回数（回／年） 15,863 15,661 15,506 

利用人数（人／年） 2,096 2,069 2,047 

 

⑧短期入所生活介護 

   短期入所生活介護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、減少傾向で推

移し、令和８年度で年間17,268日、1,263人を見込みます。 

また、必要なサービス量は、既存の事業者により確保されると見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用日数（日／年） 17,785 17,536 17,268 

利用人数（人／年） 1,299 1,281 1,263 

 

⑨短期入所療養介護（介護老人保健施設） 

   短期入所療養介護（介護老人保健施設）の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の

利用は、減少傾向で推移し、令和８年度で年間1,701日、169人を見込みます。 

また、必要なサービス量は、既存の事業者により確保されると見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用日数（日／年） 1,820 1,771 1,701 

利用人数（人／年） 181 175 169 
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⑩短期入所療養介護（病院等） 

短期入所療養介護（病院等）の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、令和

６年度から令和８年度まで見込みませんが、状況に応じて、利用者のニーズを把握し、サービス

提供に向けて検討します。 

   

⑪短期入所療養介護（介護医療院） 

   短期入所療養介護（介護医療院）の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、

令和６年度から令和８年度まで見込みませんが、状況に応じて、利用者のニーズを把握し、サ

ービス提供に向けて検討します。 

 

⑫福祉用具貸与 

   福祉用具貸与の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、減少傾向で推移し、

令和８年度で年間5,314人を見込みます。 

また、必要なサービス量は、既存の事業者により確保されると見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 5,463 5,385 5,314 

   

⑬特定福祉用具購入費 

   特定福祉用具購入費の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、横ばい傾向

で推移し、令和８年度で年間102人を見込みます。 

また、必要なサービス量は、既存の事業者により確保されると見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 102 102 102 

   

⑭特定施設入居者生活介護 

   特定施設入居者生活介護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、横ばい

傾向で推移し、令和８年度で年間283人を見込みます。 

また、必要なサービス量は、既存の事業者により確保されると見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 283 283 283 

   

（２）地域密着型サービス 

  地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域での生活を24時間体制

で支えるという観点から、要介護者の日常生活圏域内にサービス提供の拠点を作り、行うサービス

です。 
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①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

   定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、

横ばい傾向で推移し、令和８年度には年間30人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 30 30 30 

 

②夜間対応型訪問介護 

   夜間対応型訪問介護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、令和６年度か

ら令和８年度まで見込みませんが、状況に応じて、利用者のニーズを把握し、サービス提供に向

けて、事業者の新規参入を働きかけていきます。 

 

③地域密着型通所介護 

地域密着型通所介護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、増加傾向で推

移し、令和８年度で年間13,031回、1,013人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用回数（回／年） 10,969 13,228 13,031 

利用人数（人／年） 823 1,023 1,013 

  

④認知症対応型通所介護 

   認知症対応型通所介護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、横ばい傾

向で推移し、令和８年度で年間4,063回、350人を見込みます。 

また、必要なサービス量は、既存の事業者により確保されると見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用回数（回／年） 3,833 4,063 4,063 

利用人数（人／年） 350 350 350 

   

⑤小規模多機能型居宅介護 

   小規模多機能型居宅介護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、減少傾

向で推移し、令和８年度で年間462人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 479 471 462 
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⑥認知症対応型共同生活介護 

   認知症対応型共同生活介護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、減少

傾向で推移し、令和８年度で年間560人を見込みます。 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 574 567 560 

   

⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用

は、令和６年度から令和８年度まで見込みませんが、状況に応じて、利用者のニーズを把握し、

サービス提供に向けて検討します。 

 

⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

   地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用対象となる要介護３から要介護５の認定

者の利用は、横ばい傾向で推移し、令和８年度には年間351人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 351 351 351 

   

⑨看護小規模多機能型居宅介護 

   看護小規模多機能型居宅介護の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、横

ばい傾向で推移し、令和８年度には年間28人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 28 28 28 

   

（３）住宅改修（介護給付） 

   住宅改修の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、令和８年度で年間35人

を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 35 35 35 

   

（４）居宅介護支援 

   居宅介護支援の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、令和８年度で年間

9,034人を見込みます。 

また、必要なサービス量は、既存の事業者により確保されると見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 9,272 9,157 9,034 
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（５）介護保険施設サービス 

①介護老人福祉施設 

   介護老人福祉施設の利用対象となる要介護３から要介護５の認定者の利用は、令和８年度で

年間3,290人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 3,187 3,290 3,290 

   

②介護老人保健施設 

   介護老人保健施設の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、令和８年度で

年間2,592人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 2,592 2,592 2,592 

   

③介護医療院 

   介護医療院の利用対象となる要介護１から要介護５の認定者の利用は、令和８年度において

年間129人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 129 129 129 

  

（６）介護予防サービス 

介護予防サービスは、状態の改善と悪化の予防を目的としたサービスです。 

できないことを補助するだけでなく、利用者本人のできることを増やし、生き生きとした生活を

送れるように支援します。 

介護サービスとの内容的な違いは、サービスの提供方法や提供期間などです。 

 

①介護予防訪問入浴介護 

介護予防訪問看護の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、令和６年度から令

和８年度まで見込みませんが、状況に応じて、利用者のニーズを把握し、サービス提供に向けて

検討します。 

   

②介護予防訪問看護 

   介護予防訪問看護の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、令和８年度で年

間326回、45人を見込みます。 

   また、必要なサービス量は、既存の事業者、医療機関等により確保されると見込みます。 
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 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用回数（回／年） 326 326 326 

利用人数（人／年） 45 45 45 

   

③介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防訪問リハビリテーションの利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、令

和６年度から令和８年度まで見込みませんが、状況に応じて、利用者のニーズを把握し、サービ

ス提供に向けて検討します。 

 

④介護予防居宅療養管理指導 

介護予防居宅療養管理指導の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、令和８年

度で年間23人を見込みます。 

   また、必要なサービス量は、既存の事業者、医療機関等により確保されると見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 23 23 23 

   

⑤介護予防通所リハビリテーション 

   介護予防通所リハビリテーションの利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、

令和８年度で年間681人を見込みます。 

   また、必要なサービス量は、既存の事業者により確保されると見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 706 701 681 

   

⑥介護予防短期入所生活介護 

   介護予防短期入所生活介護の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、令和８

年度で年間137日、25人を見込みます。 

   また、必要なサービス量は、既存の事業者により確保されると見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用日数（日／年） 137 137 137 

利用人数（人／年） 25 25 25 

   

⑦介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 

   介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設）の利用対象となる要支援１、要支援２の認

定者の利用は、令和６年度から令和８年度まで見込みませんが、状況に応じて、利用者のニー

ズを把握し、サービス提供に向けて検討します。 
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⑧介護予防短期入所療養介護（病院等） 

   介護予防短期入所療養介護（病院等）の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用

は、令和６年度から令和８年度まで見込みませんが、状況に応じて、利用者のニーズを把握し、

サービス提供に向けて検討します。 

 

⑨介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 

介護予防短期入所療養介護（介護医療院）の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利

用は、令和６年度から令和８年度まで見込みませんが、状況に応じて、利用者のニーズを把握し、

サービス提供に向けて検討します。 

 

⑩介護予防福祉用具貸与 

   介護予防福祉用具貸与の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、令和８年度

で年間515人を見込みます。 

   また、必要なサービス量は、既存の事業者により確保されると見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 532 524 515 

 

⑪特定介護予防福祉用具購入費 

   特定介護予防福祉用具購入費の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、令和

８年度で年間23人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 23 23 23 

 

⑫介護予防特定施設入居者生活介護 

   介護予防特定施設入居者生活介護の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、

令和８年度で年間24人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 24 24 24 

 

（７）地域密着型介護予防サービス 

①介護予防認知症対応型通所介護 

   介護予防認知症対応型通所介護の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、令

和８年度で年間56回、16人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用回数（回／年） 56 56 56 

利用人数（人／年） 16 16 16 
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②介護予防小規模多機能型居宅介護 

   介護予防小規模多機能型居宅介護の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、

令和８年度で年間40人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 40 40 40 

 

③介護予防認知症対応型共同生活介護 

   介護予防認知症対応型共同生活介護の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、

令和６年度から令和８年度まで見込みませんが、状況に応じて、利用者のニーズを把握し、サ

ービス提供に向けて検討します。 

 

（８）住宅改修（介護予防） 

   住宅改修（介護予防）の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、令和８年度

で年間17人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 17 17 17 

 

（９）介護予防支援 

介護予防支援の利用対象となる要支援１、要支援２の認定者の利用は、令和８年度で年間1,126

人を見込みます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用人数（人／年） 1,164 1,154 1,126 
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支援・サービスの提供者一覧 

区分 西根圏域 松尾圏域 安代圏域 

病院 ・八幡平市立病院（往診・訪問
看護） 

・東八幡平病院（訪問看護）  

診療所 ・吉田内科呼吸器科医院 

・にしね眼科クリニック 

・森整形外科 

・エールクリニック八幡平 

・平舘クリニック 

 ・安代診療所 

・田山診療所 

歯科（訪問歯科含
む） 

・一戸歯科クリニック 

・佐藤歯科医院 

・たかしま歯科医院 

・岡田歯科医院 

・山口歯科医院 

・前田歯科医院 

・東八幡平病院（歯科） 

・ビーナス.Ｅデンタルオ

フィス 

・小原歯科医院 

・アオキ歯科医院 

相談機関 八幡平市地域包括支援センター（市全域） 

・西根ブランチ ・松尾ブランチ ・りんどう苑ブランチ 

居宅介護支援 ・西根会指定居宅介護支援事業

所 

・西根会北部指定居宅介護支援

事業所 

・麗峰苑指定居宅介護支援事業

所 

・ＪＡライフサポート西根指定

居宅介護支援事業所 

・松誠会岩鷲苑指定居宅介護支

援事業所 

・指定居宅介護支援事業所 

里・つむぎ 

・富士見荘指定居宅介護支

援事業所 

・指定居宅介護支援事業所 

のぞみ 

・指定居宅介護支援事業所 

ふぁみりあ安比高原 

・指定居宅介護支援事業所 

ライラック安比高原 

・安代会居宅介護支援事業

所 

・松誠会あしろ苑指定居宅

介護支援事業所 

訪問介護 ・ＪＡライフサポートホームヘ

ルプステーション西根 

・富士見荘指定訪問介護事

業所 

・訪問介護ふぁみりあ安比

高原 

・訪問介護ステーションラ

イラック安比高原 

・ふれあいセンター安代訪

問介護事業所 

訪問看護ステーシ
ョン 

 ・訪問看護事業所のぞみ  

訪問リハビリテー
ション 

・森整形外科 ・東八幡平病院  

居宅療養管理指導 市内に所在する医療機関（歯科含む）、薬局などが指定されています。 

通所介護 ・西根会指定通所介護事業所 

・西根会北部指定通所介護事業

所 

・森のデイサービス 

・松尾デイサービスセンタ

ー 

・八幡平ハイツ デイサー

ビスほかほかクラブ 

・りんどう苑デイサービス

センター 

・ふれあいセンター安代デ

イサービスセンター 

通所リハビリテー

ション 

・介護老人保健施設 岩鷲苑 ・東八幡平病院 

・介護老人保健施設 希望

（のぞみ） 

・介護老人保健施設 あし

ろ苑 
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支援・サービスの提供者一覧 

区分 西根圏域 松尾圏域 安代圏域 

短期入所生活介護 ・西根会指定短期入所生活介護

事業所 

・特別養護老人ホーム 麗峰苑

（空床利用型） 

・富士見荘短期入所生活介

護事業所 

・富士見荘空床利用型短期

入所生活介護事業所 

・はらからの里短期入所生

活介護事業所 

・りんどう苑短期入所事

業所 

短期入所療養介護 ・介護老人保健施設 岩鷲苑 ・介護老人保健施設 希望
（のぞみ） 

・介護老人保健施設 あし
ろ苑 

認知症対応型通所

介護 

・認知症対応型通所介護事業所 

里・つむぎ 
  

小規模多機能型居

宅介護 

・陽だまりの家平舘 

・小規模多機能ホーム くるま

っこ 

  

地域密着型介護老

人福祉施設 

 ・地域密着型介護老人福祉

施設 はらからの里 

 

認知症対応型共同

生活介護 

・むらさき苑かまど わの家 

・グループホーム ななしぐれ 

・グループホーム 白山の里 

・グループホーム ぱんたれい 

 ・グループホーム やがみ 

地域密着型通所介

護 

・ふらダンスのデイ「ふくろう

の家」西根 

・松川の家 

・デイサービスあさひ  

介護老人福祉施設 ・特別養護老人ホーム 麗峰苑 

・特別養護老人ホーム むらさ

き苑 

・特別養護老人ホーム 富

士見荘 

 

・特別養護老人ホーム り

んどう苑 

 

介護老人保健施設 ・介護老人保健施設 岩鷲苑 ・介護老人保健施設 希望
（のぞみ） 

・介護老人保健施設 あし
ろ苑 

軽費老人ホーム（特

定施設入居者生活

介護を含む） 

 ・ケアハウス アーベイン

八幡平 

 

住宅型有料老人ホ

ーム 

・まるごとケアの家  里・つむ

ぎ 

・松川の家 

・有料老人ホーム ふくろう館 

・住宅型有料老人ホーム ぱん

たれい 

・住宅型有料老人ホーム 

ふぁみりあ安比高原 

・住宅型有料老人ホーム 

ライラック安比高原 

・住宅型有料老人ホーム 

さくら 

 

その他 八幡平市社会福祉協議会（市全域） 

※令和６年３月１日現在  

※介護保険サービスについては、岩手県長寿社会課の情報をもとに掲載しています。 
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◆用語解説 
※ 後ろに●印がついている用語は、資料編に掲載している用語です。 

 

－ あ行 －  

 

ＩＣＴ（アイ・シー・ティー） 

Information and Communication Technology の略。通信技術を活用したコミュニケー

ションを指し、様々な形状のコンピュータを使った情報処理や通信技術の総称 

アセスメント 

所定の項目について利用者及び家族との面接のうえ、課題分析を行うこと 

医療ソーシャルワーカー 

保健医療機関において、社会福祉の立場から患者やその家族の方々の抱える経済的・

心理的・社会的問題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る業務を行う者 

インクルーシブ（共生）社会 

社会を構成するすべての人が、性別や年齢、社会的地位、障がいの有無など、あらゆ

る多様性により排除されることなく、誰もが構成員の一員として認められ、地域であた

りまえに存在し、生活することができる共生社会のこと 

エビデンス 

薬や治療方法、検査方法など、医療の内容全般について、この治療法がよいと判断で

きる証拠のこと 

オーラルフレイル 

加齢による衰えのひとつで、食物を噛んだり飲み込んだりする機能が低下したり、滑

舌が悪くなったりするなど、口に関連する機能が低下しつつある状態のこと 

 

－ か行 －  

 

介護医療院 ● 

長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の

もとにおける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援が受けられる

施設 

介護支援ボランティアポイントモデル事業 

介護保険施設や高齢者世帯宅等で、傾聴、草取り、車いす介助などの介護支援ボラン

ティア活動をした 65 歳以上の者に対し、活動に応じたポイントを提供する制度で、ポイ

ントをためると八幡平市共通商品券（年間最大 5,000 円分）と交換することができる。 
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介護予防居宅療養管理指導 ● 

在宅の要支援者が、介護予防を目的として、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等

から、薬の飲み方、食事など療養上の管理及び指導を受けられるサービス 

介護予防支援 ● 

在宅の要支援者について、介護予防サービス等が適切に利用できるよう、当該要支援

者の依頼を受けて、その心身の状況や置かれている環境等を勘案し、介護予防サービス

計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づくサービスの提供が確保さ

れるよう、介護予防サービス事業者等との連絡調整等を行うサービス 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ● 

在宅の要支援者が、居宅への「訪問」またはサービスの拠点への「通い」や「短期間

宿泊」を通じて、介護予防を目的とした、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活

上の支援及び機能訓練を受けられるサービス 

介護予防短期入所生活介護 ● 

在宅の要支援者が、介護老人福祉施設等に短期間入所し、介護予防を目的とした、入

浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の支援及び機能訓練を受けられるサービス 

介護予防短期入所療養介護 ● 

在宅の要支援者が、介護老人保健施設等に短期間入所し、介護予防を目的とした、医

療や介護、その他日常生活上の支援及び機能訓練を受けられるサービス 

介護予防通所リハビリテーション ● 

在宅の要支援者が、介護老人保健施設、病院、診療所等に通い、介護予防を目的とし

た、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを受けられるサービス 

介護予防特定施設入居者生活介護 ● 

特定施設に入居している要支援者が、介護予防を目的とした、入浴、排泄、食事等の

介護、その他日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の支援を受けられるサービス 

介護予防認知症対応型共同生活介護 ● 

認知症と診断された要支援者が、共同生活を営む場（住居）において、介護予防を目

的とした、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の支援及び機能訓練を受けら

れるサービス 
介護予防認知症対応型通所介護 ● 

認知症と診断された在宅の要支援者が、老人デイサービスセンターに通い、介護予防

を目的とした、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の支援及び機能訓練を受

けられるサービス 
介護予防福祉用具貸与 ● 

在宅の要支援者が、自立した日常生活を営むために必要な福祉用具の貸与を受けられ

るサービス 
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介護予防訪問看護 ● 

在宅の要支援者が、居宅において、介護予防を目的とした、看護師等による療養上の

支援または必要な診療の補助を受けられるサービス 
介護予防訪問入浴介護 ● 

在宅の要支援者が、居宅に浴槽を持ち込んでもらい、介護予防を目的とした、入浴の

介助を受けられるサービス 

介護予防訪問リハビリテーション ● 

在宅の要支援者が、居宅において、介護予防を目的とした、理学療法、作業療法その

他必要なリハビリテーションを受けられるサービス 
介護予防・日常生活支援総合事業 

要支援者の多様な生活支援ニーズに対応するため、従来介護予防給付として提供され

ていた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を、市町村が地域の実情に応

じて実施する地域支援事業に移行し、要支援者自身の能力を最大限生かしつつ、既存の

介護保険事業所のほかＮＰＯ法人やボランティア等による多様なサービスを総合的に提

供する仕組みとして、平成 27年４月１日に施行された改正介護保険法の中に位置づけら

れた事業 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ● 

常に介護が必要で自宅での生活が難しい方が対象の施設。入所により、入浴、排泄、

食事等の介護、機能訓練、健康管理、療養上の支援を受けられるサービス 

介護老人保健施設 ● 

入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目

指す施設。入所により、医学的管理の下での看護、リハビリテーションと、入浴、排泄、

食事等の介護を併せて受けられるサービス 
介護療養型医療施設 ● 

慢性疾患を有し長期の療養が必要な方を対象とした、介護職員が配置された医療機関

（施設）。入所により、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーショ

ンなどを受けられるサービス 
看護小規模多機能型居宅介護 ● 

  要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、利用者自身

が持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養上の支援を受

けられるサービス 

希望をかなえるヘルプカード 

  認知症の方が、日常生活の中で周囲の方に手伝ってほしいこと、教えてほしいことを

記入し、伝えるためのカード 

 

 

 



- 72 - 

居宅介護支援 ● 

在宅の要介護者について、居宅サービス等が適切に利用できるよう、当該要介護者の

依頼を受けて、その心身の状況や置かれている環境等を勘案し、居宅サービス計画を作

成するとともに、当該居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、居

宅サービス事業者等との連絡調整等を行うサービス 

居宅サービス ● 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、

通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設

入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具購入費及び住宅改修のサービス 
居宅療養管理指導 ● 

在宅の要介護者が、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等から、薬の飲み方、食事

など療養上の管理及び指導を受けられるサービス 

ケアマネジメント 

複合的なニーズをもつ高齢者や障がい者のために、個人のニーズを総合的に評価し、

保健・医療・福祉など多様なサービスを組み合わせ、サービス提供後も継続的にフォロ

ーして必要な変更を行う一連の専門的援助方法 

ケアマネジャー（介護支援専門員） 

要介護者からの相談に応じて、要介護者がその心身状態に応じて適切な居宅サービス

や施設サービスを利用できるよう、市町村・居宅サービス事業者・施設との連絡調整を

行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むに必要な援助に関する専門的知

識・技術を有する者 

健康寿命 

日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間 

権利擁護 

自分で判断することが不十分な人や自分の意志や権利を主張することが難しい人のた

めに、自己決定権をサポートし、本人の権利を守ること 

後期高齢者  

高齢者（65 歳以上）のうち、75 歳以上の者 

 

－ さ行 － 

 

施設サービス ● 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院のサービ

ス 
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住宅改修 ● 

在宅の要介護者及び要支援者が、住み慣れた自宅で生活が続けられるよう、手すりの

取付け、段差の解消などの住宅の改修を行うサービス 
小規模多機能型居宅介護 ● 

在宅の要介護者が、居宅への「訪問」またはサービスの拠点への「通い」や「短期間

宿泊」を通じて、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の支援及び機能訓練を

受けられるサービス 

シルバーリハビリ体操 

茨城県立健康プラザの大田仁史管理者が考案した介護予防のための体操で「寝て・床

で・椅子に座って・立って」とどんな姿勢でもでき、かつ、道具を使わず「いつでも・

どこでも・一人でも」できること及び「どの筋肉を使うか・どの関節をどのように動か

すか」が明確であることが特徴 
生活支援コーディネーター（地域支えあい推進員） 

生活支援の担い手の育成、サービスの開発、関係者のネットワーク化、ニーズとサー

ビスのマッチング等、生活支援サービスの体制整備を行う役割を担う者 
成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方

について、その方の権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで、その方を法律

的に支援する制度 
前期高齢者 

高齢者（65 歳以上）のうち、65 歳～74歳の者 

 

－ た行 － 

 

第１号被保険者 

介護保険制度において、市町村の住民のうち 65 歳以上の者。第１号被保険者の保険料

は、市町村ごとに定める所得段階別の保険料を年金天引き等により納付する。日常生活

において介護を要する要介護状態、日常生活において支障のある要支援状態になったと

きは、市町村の認定を経て介護保険のサービスが受けられる。 

第２号被保険者 

介護保険制度において、市町村の住民のうち 40歳以上 65 歳未満の医療保険加入者 

団塊の世代 

昭和 22 年から昭和 24 年の第一次ベビーブーム時代に生まれた世代 

短期入所生活介護 ● 

在宅の要介護者が、介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴、排泄、食事等の介護、

その他日常生活上の支援及び機能訓練を受けられるサービス 
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短期入所療養介護 ● 

在宅の要介護者が、介護老人保健施設等に短期間入所し、医療や介護、その他日常生

活上の支援及び機能訓練を受けられるサービス 

地域ケア会議 

高齢者への支援の充実、介護支援専門員等のケアマネジメント実践力の向上、地域課

題の解決等を目的として開催する会議 

地域密着型介護予防サービス ● 

介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知

症対応型共同生活介護のサービス 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ● 

入所定員が 29人以下の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所している利用

者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の支援及び機能訓練を受け

られるサービス 

地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護及び

地域密着型通所介護のサービス 
地域包括支援センター 

「地域包括ケアシステム」を推進するとともに「包括的かつ継続的なサービス体制」

を目指し公正・中立な立場から、①総合相談支援、②虐待の早期発見・防止などの権利

擁護、③包括的・継続的ケアマネジメント支援、④介護予防ケアマネジメントの４つの

機能を担う、地域の中核機関 
地域密着型通所介護 ● 

利用定員が18人以下の通所介護 
地域密着型特定施設入居者生活介護 ● 

入居定員が29人以下の地域密着型特定施設に入居している利用者に対して、入浴、排

泄、食事等の介護、その他日常生活上の支援及び機能訓練を受けられるサービス 
地域リハビリテーション広域支援センター 

  圏域ごとに医療機関等が指定され、リハビリテーション専門職の連携強化、市町村の

支援等を行い、圏域における地域リハビリテーションの中核機関としての役割を担う 

通所介護 ● 

在宅の要介護者が、老人デイサービスセンターに通い、入浴、排泄、食事等の介護、

その他日常生活上の支援及び機能訓練を受けられるサービス 

通所リハビリテーション ● 

在宅の要介護者が、介護老人保健施設、病院、診療所等に通い、理学療法、作業療法

その他必要なリハビリテーションを受けられるサービス 



- 75 - 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ● 

重度者をはじめとした要介護者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問

介護と訪問看護を一体的に、またはそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随

時の対応を行うサービス 
特定介護予防福祉用具購入費 ● 

在宅の要支援者が利用する福祉用具のうち、貸与になじまない福祉用具を販売するサ

ービス 
特定施設入居者生活介護 ● 

介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅等に入居している要介護者について、入浴、排泄、食事等

の介護、その他日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の支援を受けられるサービス 
特定福祉用具購入費 ● 

在宅の要介護者が利用する福祉用具のうち、貸与になじまない福祉用具を販売するサ

ービス 
特別養護老人ホーム 

介護老人福祉施設を参照 
 

－ な行 － 

 

ニュースポーツ 

競技性を重視せず、誰もが参加できることを目的としたスポーツの総称 
認知症対応型共同生活介護（グループホーム） ● 

認知症と診断された要介護者が、共同生活を営む場（住居）において、入浴、排泄、

食事等の介護、その他日常生活上の支援及び機能訓練を受けられるサービス 
認知症対応型通所介護 ● 

認知症と診断された在宅の要介護者が、老人デイサービスセンターに通い、入浴、排

泄、食事等の介護、その他日常生活上の支援及び機能訓練を受けられるサービス 
 

－ は行 － 

 

八幡平市成年後見センター 

  誰もが地域で安心して暮らすために、認知症や障がい等により判断能力が十分でない

方の権利を尊重し擁護するとともに、成年後見制度の利用促進を図る機関。市役所内に

設置。 
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福祉用具貸与 ● 

在宅の要介護者が、自立した日常生活を営むために必要な福祉用具の貸与を受けられ

るサービス 

訪問介護 ● 

在宅の要介護者が、居宅において、介護福祉士等による、入浴、排泄、食事等の介護

その他日常生活上の支援を受けられるサービス 
訪問看護 ● 

在宅の要介護者が、居宅において、看護師等による、療養上の支援または必要な診療

の補助を受けられるサービス 
訪問入浴介護 ● 

在宅の要介護者が、居宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けられるサービ

ス 

訪問リハビリテーション ● 

在宅の要介護者が、居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーシ

ョンを受けられるサービス 
8020 運動 

  「8020（ハチ・マル・ニイ・マル）運動」は、「80歳になっても自分の歯を 20 本以上 

保とう」という運動のこと 

 

－ ま行 － 

 

盛岡広域シルバーケアＳＯＳ（エス・オー・エス）ネットワーク 

  認知症の人が行方不明となった際に、盛岡広域８市町、警察や協力団体が連携して捜

索し、早期発見・保護するネットワーク 

盛岡北部成年後見ネットワーク事業 

  令和２年１月 10 日、八幡平市、葛巻町及び岩手町の三市町で事業に係る協定を締結。

三市町が法人後見を軸に相互に連携しながら成年後見制度の利用促進を図る。 

 

－ や行 － 

 

夜間対応型訪問介護 ● 

在宅の要介護者が、夜間の定期的な巡回訪問または利用者からの求めに応じて、介護

福祉士等による、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の支援を受けられるサ

ービス 
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要介護者 ● 

①要介護状態にある 65歳以上の者、②要介護状態にある 40歳以上 65歳未満の者であ

って、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障がいが加齢に伴って生ずる

心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの（特定疾病）によって生じたもの

である者 

養護老人ホーム 

老人福祉法に基づき、心身・環境・経済上の理由により、家庭で養護を受けることが

困難な高齢者を入所させて、養護する施設 
要支援者 ● 

①要支援状態にある 65歳以上の者、②要支援状態にある 40歳以上 65歳未満の者であ

って、その要支援状態の原因である身体上または精神上の障がいが特定疾病によって生

じたものである者 



 八幡平市は、岩手山・八幡平・安比高原の裾野に広がる大自然にめぐまれた
農（みのり）と輝（ひかり）の大地です。わたくしたちは、心を一つにして、
お互いの幸せを願い、ここに市民憲章を定めます。

１、わたくしたちは、自然をはぐくみ、景観にすぐれたまちをつくります。 

１、わたくしたちは、心身をきたえ、活力にみちたまちをつくります。 

１、わたくしたちは、ふれあいを大切に、人情あふれるまちをつくります。 

１、わたくしたちは、共に学び働き、暮らしのゆたかなまちをつくります。 

１、わたくしたちは、限りない未来に向け、希望にもえるまちをつくります。

（平成18年11月３日制定）
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